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本書に掲載した地図は、数値地図（国土基本情報）（国土地理院）を加工して作成したも

のである。 



はじめに 

 

 本図書は、環境影響評価法（平成 9 年法律第 81 号）第三条の三第 1 項の規定に基づき作成し

た「佐賀空港滑走路延長事業計画段階環境配慮書」である。 
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第 1 章 第一種事業を実施しようとする者の氏名及び住所 

 

事 業 予 定 者 の 名 称 ： 佐賀県 

代 表 者 の 氏 名 ： 佐賀県知事 山口 祥義 

主たる事務所の所在地 ： 佐賀県佐賀市城内 1丁目 1 番 59号 
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第 2 章 第一種事業の目的及び内容 

2.1  事業の目的 

2.1.1  佐賀空港の概要 

 (1) 空港概要 

佐賀空港は、平成 10 年（1998 年）7 月 28 日に開港した空港であり、佐賀県が設置及び

管理を行っている。 

 

名称：佐賀空港（愛称：九州佐賀国際空港） 

種別：地方管理空港 

設置管理者：佐賀県 

位置：佐賀県佐賀市川副町 

供用開始日：平成 10 年（1998 年）7 月 28 日 

空港面積：114.1ha 

滑走路（長さ×幅）：2,000m×45m 

スポット数：5 スポット＋小型機用 4 スポット 

運用時間：6:30～24:00（17.5 時間） 

旅客施設：旅客ターミナルビル：延床面積 13,970 ㎡ 

駐車場：約 2,200 台 

貨物施設：貨物上屋：延床面積 1,210 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 佐賀空港の位置 

(c) NTT インフラネット, Maxar Technologies. 
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●国内線（ ）

●国際線（ ）

●チャーター便 （ ）
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図 2.1-2 空港平面図 

 

 (2) 利用状況 

旅客数は、平成 10 年（1998 年）の開港以来 30 万人前後で推移していた。その後、平成

25 年（2013 年）以降、国際線の就航や国内線の増便により、利用者数は増加傾向にあり、

平成 30 年度（2018 年度）には、過去最高となる 81.9 万人を記録した。その後、令和元年

度（2019 年度）以降は、日韓情勢や新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大きく落ち

込んだ。令和 4 年度（2022 年度）以降は、人流の本格的な回復に伴って利用者数は回復基

調にあり、令和 5 年 4 月からは順次国際線が運航を再開している。 

また、平成 16 年度（2004 年度）に九州で唯一夜間時間帯の貨物便が運航を開始し、平

成 30 年度（2018 年度）まで利用実績があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 旅客数の推移（年度毎） 



 2-3 

2.1.2   事業の目的 

佐賀空港は、アジアに近く、九州各地へのアクセスに優れており、佐賀空港がめざす将

来像においては、「基幹路線である東京便を中心としながら LCC 拠点空港化を進め、九州に

おけるゲートウェイ空港としての地位を確立すること」と定めている。 

これまで、佐賀空港に就航中の国際線航空会社からは、2,000ｍ滑走路のため、経験豊富

なパイロットで運航するなどの特別な対応が必要であることから 2,500ｍ化への早期実現

を望まれている。 

2,500m 化することで既存の航空会社による路線展開の自由度が増し、東南アジア諸国等

との直行便の就航が可能となる。これにより、国際線の増便や新規路線の就航による更な

る国際交流の促進も見込まれ、また、観光立国の推進にも寄与することから、滑走路を現

在の 2,000m から 2,500m に延長するものである。 

 

2.2  第一種事業の内容 

2.2.1  第一種飛行場設置等事業の種類 

滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業 

 

2.2.2  事業の名称 

佐賀空港滑走路延長事業 

 

2.2.3  第一種飛行場設置等事業実施想定区域の位置 

佐賀県佐賀市川副町のうち、図 2.2-1 に示す区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-1 事業実施想定区域 
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500m延長用地

進入灯用地ILS用地

進入灯用地

400m延長用地進入灯用地

100m延長用地

ILS用地進入灯台

ILS用地

2.2.4  第一種飛行場設置等事業の位置・規模に関する複数案 

現在の 2,000m から延長するにあたり、新たな埋立を行わないことを前提として表 2.2-1

のとおり 2 案が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-2 滑走路延長に関する案 1（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2-3 滑走路延長に関する案 2（イメージ） 

 

表 2.2-1 複数案の内容 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の滑走路の東側に 500m 延長整備する。 ・現在の滑走路の西側に 100m、東側に 400m

延長整備する。 

 ・西側は既設空港用地内において滑走路を延

長するものとし、これによる公有水面（海

域）の埋立は生じない。ただし、海域にお

いて既設の進入灯台 2 基の移設（撤去及び

新設）を行う。 

進入灯用地
400m延長用地

進入灯用地

100m延長用地

ILS用地進入灯台

(c) NTT インフラネット, Maxar Technologies. 

進入灯用地
400m延長用地

進入灯用地

100m延長用地

ILS用地進入灯台

(c) NTT インフラネット, Maxar Technologies. 

   ：現在の滑走路 

   ：滑走路の延長部 

   ：現在の滑走路 

   ：滑走路の延長部 
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第 3 章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

事業実施想定区域及びその周囲の概況について、既存資料を基に把握した。 

調査は、主に佐賀県佐賀市、同白石町、福岡県柳川市のうち、図 3-1 に示す範囲を対象

とした。なお、一部の調査項目については、この範囲を越えて調査を行った。 
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3.1 自然的状況 

事業実施想定区域及びその周囲における自然的状況は、表 3-1 に示すとおりである。 

 

表 3-1（1） 事業実施想定区域及びその周囲における自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

3.1.1 大気環境の状況 

(1) 気象 佐賀航空気象観測所、白石観測所及び柳川観測所の過去 10 年間（平成 25～令

和 4 年）の気象観測結果は、平均気温が佐賀航空気象観測所で 16.4℃、白石観測

所で 16.5℃、年間降水量が佐賀航空気象観測所で 1766.0mm、白石観測所で 1940.4

㎜、柳川観測所で 1821.4 ㎜、最多風向が佐賀航空気象観測所で北北東（平均風

速 3.3m/s）、白石観測所で北北東（平均風速 2.3m/s）である。 

(2) 大気質 平成 29 年～令和 3 年度の事業実施想定区域及びその周囲における大気質の測

定局としては、佐賀県管理の佐賀局、白石局、兵庫局、福岡県管理の柳川局があ

る。二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、非メタン炭化水素、

ダイオキシン類及び有害大気汚染物質の測定結果は、いずれの測定局においても

環境基準を満足している。光化学オキシダント測定結果は、環境基準を超過して

いる時間数が佐賀局において 379 時間、柳川局において 448 時間あるものの、年

平均値では環境基準の値を下回る範囲で推移している。 

また、佐賀空港事務所は空港公園北において二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒

子状物質、二酸化窒素及び光化学オキシダントの測定をしている。令和元年～令

和 4 年度の年平均値はいずれの項目においても環境基準を満足していた。 

(3) 騒音及び超

低周波音 

＜航空機騒音＞ 

事業実施想定区域及びその周囲における航空機騒音の測定は、空港周囲（3 地

点）と柳川市（2 地点）では毎年、佐賀市と白石町では 4 地点を対象に毎年 2 地

点で実施している。過去 6 年間（平成 29 年度～令和 4 年度）の評価値は 29～61dB

であった。空港の西側に位置する国造搦西堤防において、令和元年度までⅠ類型

の環境基準（57db 以下）を超過していたものの、令和 2 年度以降及び他の地点で

はいずれもⅠ類型（57db 以下）の環境基準を下回っていた。 

＜超低周波音＞ 

事業実施想定区域及びその周囲において、超低周音波の測定は実施していな

い。 

＜自動車騒音＞ 

令和 2 年度（佐賀県）及び令和 3 年度（福岡県）の事業実施想定区域及びその

周囲での調査地点は計 29 地点あり、昼間・夜間ともに基準値以下の路線は 23 地

点である。 

(4) 振動 令和 3 年度道路交通振動測定は佐賀市 3 地点で調査を実施しており、いずれも

要請限度（昼間：65dB、夜間:60dB）を超過した地点はない。 

(5) 悪臭 佐賀県及び福岡県では、悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準が設けられ

ている。規制地域は、佐賀県佐賀市及び白石町の全域において指定されており、

事業所に対する規制を行っている。また、福岡県柳川市においては規制地域とし

て指定がなく、適用対象外となっている。 

令和 3 年度版佐賀県環境白書によると、令和 2 年度の悪臭の苦情件数は佐賀市

で 23 件、白石町で 4 件となっている。 
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表 3-1（2） 事業実施想定区域及びその周囲における自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

3.1.2 水環境の状況 

(1) 水象 事業実施想定区域及びその周囲における主な河川は、一級河川の筑後川水系、

六角川水系、嘉瀬川水系及び矢部川水系、二級河川の福所江水系及び只江川水系

がある。いずれも有明海に流出している。 

(2) 水質 ＜河川＞ 

令和 2 年度（佐賀県）及び令和 3 年度（福岡県）の事業実施想定区域及びその

周囲の河川について、環境基準測定点は 13 地点ある。pH は 4 地点、溶存酸素量

（DO）は 1 地点、生物化学的酸素要求量（BOD）は 8 地点、浮遊物質量（SS）は

10 地点、大腸菌群数は 2 地点を除き、年間を通して環境基準を満足している。全

窒素、全燐及び健康項目についてはすべての項目に関して環境基準を下回ってい

る。 

＜湖沼＞ 

令和 2 年度（佐賀県）及び令和 3 年度（福岡県）の事業実施想定区域及びその

周囲には環境基準測定点を有する湖沼はない。 

＜海域＞ 

令和 2 年度（佐賀県）及び令和 3 年度（福岡県）の事業実施想定区域及びその

周囲の海域について、環境基準測定点は 7 地点ある。生活環境項目のうち、pH

は 6 地点、溶存酸素量（DO）は 2 地点、化学的酸素要求量（COD）は 1 地点を除

く地点で環境基準を満足している。浮遊物質量（SS）は、環境基準の値を超過し

た測定結果はなく、大腸菌群数は測定結果のある 2 地点のうち全ての地点で環境

基準を満足している。全窒素は 5 地点を除く地点で環境基準を満足している。全

燐は全ての地点で環境基準値を超える検出が確認された。健康項目については

St-7 で測定されている全ての項目に関して環境基準を満足していた。 

＜クリーク＞ 

令和 2 年度（佐賀県）の事業実施想定区域及びその周囲のクリークについて、

環境測定点は 3 地点ある。なお、全ての地点において、環境基準に係る類型の指

定はない。 

＜佐賀空港事務所による調査＞ 

佐賀空港事務所では、空港の周囲及び海域において水質の測定を行っており、

排水処理施設に 1 地点、樋門・水路に 5 地点（水質自動測定装置を含む）、海域

に 3 地点設定されている。排水処理施設は、令和元年度～令和 4 年度においてす

べての項目（pH、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）及び大腸菌群

数）に関して排水基準を下回っていた。 

(3) 地下水の水

質及び水位 

＜地下水質＞ 

事業実施想定区域及びその周囲における地下水の水質について、佐賀県におい

て 10 地点、福岡県において 14 地点で測定されている。令和 2 年度公共用水域及

び地下水水質測定結果（佐賀県）及び令和 3 年度地下水水質測定結果（福岡県）

において、砒素に関しては柳川市の 9 地点で環境基準（0.01mg／L 以下）を超過

していたが、その他の地点と測定項目においては環境基準を満足していた。 

＜地下水位＞ 

地下水位については、佐賀地区において 3 地点、白石地区において 2 地点で測

定されている。令和 3 年度における最大水位変動量（最大値と最小値の差）は事

業実施想定区域に最も近い川副観測所において 1.89m となっている。 
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表 3-1（3） 事業実施想定区域及びその周囲における自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

（続き）3.1.2 水環境の状況 

(4) 水底の底質 佐賀県では、事業実施想定区域及びその周囲を流れる河川、海域において底質

のダイオキシン類の測定を実施している。令和 2 年度における測定地点は河川で

3 地点、海域で 1 地点であり、すべての地点で環境基準を満足している。 

3.1.3 土壌及び地盤の状況 

(1) 土壌 事業実施想定区域及びその周囲において、細粒灰色低地土壌が広く分布してお

り、有明海沿いでは細粒グライ土壌が分布している。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲では土壌汚染対策法（平成 14 年法律第

53 号）第 6 条第 1 項及び第 11 条第 1 項の規定に基づき、土壌中の有害物質の溶

出量または含有量が基準に適合しない土地を、要措置区域または形質変更時要届

出区域等として指定している。 

(2) 地盤 事業実施想定区域及びその周囲における地盤沈下観測について、佐賀地区にお

いて 3 地点、白石地区において 2 地点で測定されている。令和 3 年度における最

大地盤高変動量は、事業実施想定区域に最も近い川副観測所において 5.8 ㎜とな

っている。 

3.1.4 地形及び地質の状況 

(1) 地形 事業実施想定区域及びその周囲は佐賀平野の南部に位置しており、有明海沿岸

では干拓地及び埋立地が広がっている。内陸部では、筑後川や嘉瀬川などの河川

が運んだ土砂による三角州性低地がある。 

(2) 地質 事業実施想定区域及びその周囲において、佐賀県側は泥がち堆積物、福岡県側

は砂・粘土・淤泥・礫等の沖積堆積物が多くの面積を占めている。 

3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

(1) 動物 文献調査により、事業実施想定区域及びその周囲において生息する可能性があ

る重要な種について、鳥類 97 種、両生類 8 種、爬虫類 5 種、哺乳類 7 種、昆虫

類 107 種、魚類 54 種、底生生物 172 種が確認されている。 

環境省ではシギ・チドリ類を対象とした調査を事業実施区域及びその周囲で実

施している。令和 3 年度における事業実施想定区域及びその周囲におけるシギ・

チドリ類の確認状況として、事業実施想定区域の西部に位置する「大授搦」が個

体数、種数ともに多かった。また、個体数は春季または冬季、確認種数は春季に

多く、特にハマシギの確認個体数が多い傾向であった。 

注目すべき生息地について、有明海沿岸（生物多様性の観点から重要度の高い

海域）、東よか干潟（ラムサール条約湿地）、佐賀平野のクリークや水路（生物多

様性保全上重要な里地里山）、カササギ生息地（国指定天然記念物）が確認され

ている。 

(2) 植物 文献調査により、事業実施想定区域及びその周囲において、生育する可能性が

ある植物の重要な種について、217 種が確認されている。 

重要な植物群落について、柳川のクリーク水生植物群落、大詫間の塩生植物群

落、六角川のシチメンソウ群落、東与賀海岸のシチメンソウ群落が確認されてい

る。 
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表 3-1（4） 事業実施想定区域及びその周囲における自然的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

（続き）3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

(3) 生態系 生態系の状況を地形、地質、植生の状況から類型化し、環境類型（市街地、耕

地、干潟）ごとに動植物の生息・生育状況を踏まえ、生態系の注目種について整

理した結果、上位性の注目種についてニホンイタチ及びハヤブサ、典型性の注目

種についてムクドリ、ヒバリ、ニホンカナヘビ、ヌマガエル、ツマグロバッタ、

ヤマトシジミ、アオモンイトトンボ、モツゴ及び水田雑草群落、特殊性の注目種

にズグロカモメ、ムツゴロウ、シオマネキ、オオツノハネカクシ及び塩生植物（シ

チメンソウ）が選定された。 

3.1.6 景観及び人と自然との豊かな触れ合いの活動の状況 

(1) 景観 事業実施想定区域及びその周囲の眺望地点は、佐賀空港展望デッキ、ふくどみ

マイランド公園があり、特に佐賀空港展望デッキからの景観としては、有明海に

面した平地、集落や田畑の広がりが確認できる。 

佐賀県では、佐賀市において「佐賀市景観計画」があり佐賀市全域を景観法の

適用を受ける「景観計画区域」に設定している。事業実施想定区域及びその周囲

は平野ゾーンに分類されている。また、福岡県においては、特に重点的に景観の

形成を図る必要がある地区として 2 つの「景観形成地区」(長崎街道・柳町、城

内)を指定しているほか、柳川市は全域が「景観計画区域」に指定されており、

その中でも城堀周辺地区、旧城下町地区、西鉄柳川駅周辺地区が「景観重要地区」

に指定されている。 

第 3 回自然環境保全基礎調査による景観資源は、福富町北部の六角川の自然蛇

行河川が自然景観資源として記載されているほか、大詫間の塩生植物群落、六角

川のシチメンソウ群落、柳川のクリーク水生植物群落、矢部川の河辺草本群落が

特定植物群落に指定されている。 

(2) 人と自然と

の触れ合いの活

動の場 

事業実施想定区域及びその周囲には、不特定多数の人が利用している自然との

ふれあい活動の場が 27 地点ある。そのうちの干潟よか公園は、ラムサール条約

湿地に指定されている東よか干潟を一望できる地点となっている。 

(3) 歴史的文化

的遺産 

事業実施想定区域及びその周囲における史跡、名勝及び天然記念物は 27 ヶ所

で登録があるほか、県や市町をまたぐ地域での指定としてカササギ生息地（国指

定天然記念物）があり、佐賀市、白石町、柳川市を含む地域で指定されている。 

3.1.7 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 

(1) 廃棄物等 佐賀県においては、「第 5 次佐賀県廃棄物処理計画～人・社会・自然が結び合

う生活 さが～」（令和 3 年 3 月、佐賀県）を策定しており、廃棄物の排出抑制と

適正な循環的利用及び適正処理を推進している。 

佐賀市内においては、佐賀市廃棄物最終処分場や民間業者による安定型埋立が

可能な最終処分場があり、長距離輸送をすることなく適切に処理することが可能

となっている。 

(2) 温室効果ガ

ス等 

令和 2 年度における佐賀県内の温室効果ガス排出量は、産業部門の建設・鉱業

で約 48 千 t‐CO2、運輸部門の航空で約 9 千 t‐CO2となっている。 

3.1.8 ⼀般環境中の空間放射線量の状況 

＜放射線量＞ 事業実施想定区域及びその周囲においてモニタリングポストはない。しかし、

佐賀県北部に位置する玄海原子力発電所を中心として、佐賀県内に 63 地点、福

岡県で 17 地点の平常時モニタリングポストを設置されている。現在、発電所が

原因とされる放射線や放射能の異常は確認されていない。 
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3.2 社会的状況 

事業実施想定区域及びその周囲における社会的状況は、表 3-2 に示すとおりである。 

 

表 3-2（1） 事業実施想定区域及びその周囲における社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

(1) 人口 佐賀市全域、白石町全域及び柳川市全域における令和 3 年度の人口について、

佐賀市は 232,113 人、白石町は 21,742 人、柳川市は 64,576 人となっている。過

去 5 年間（平成 29 年度～令和 3 年度）における佐賀市、白石町及び柳川市の人

口及び人口密度の推移は、いずれの市町もわずかに減少傾向となっている。 

(2) 産業 ＜産業構造＞ 

佐賀市全域、白石町全域及び柳川市全域における平成 28 年度の産業別民営事

業所数及び従業者数は第一次産業において佐賀市で 668 人、白石町で 92 人、柳

川市で 142 人となっており、第二次産業において佐賀市で 19,087 人、白石町で

1,303 人、柳川市で 5,702 人となっている。また、第三次産業においては佐賀市

で 92,992 人、白石町で 5,922 人、柳川市で 17,074 人となっている。いずれの市

町も第三次産業の占める割合が多い。 

＜農業＞ 

農家数について、いずれの市町においても平成 22 年から令和 2 年で減少傾向

となっている。経営耕地面積についてはいずれの市町においても田が最も多い。 

＜漁業＞ 

経営組織別経営体数についていずれの市町においても、平成 20 年から平成 30

年で減少傾向である。 

＜工業＞ 

佐賀市及び白石町において、事業所数及び従業員数の推移はおおむね横ばいで

あるが、製造品出荷額等においては減少傾向となっている。一方、柳川市におい

て、事業所数及び従業員数の推移は減少傾向であるが、製造品出荷額等において

は平成 29 年から令和元年にかけて増加傾向であったが、令和 2 年では減少して

いる。 

＜商業＞ 

事業所数において、佐賀市は増加しており、白石町及び柳川市ではおおむね横

ばいとなっている。従業員数において、佐賀市では平成 26 年から平成 28 年にか

けて増加傾向であったが、令和 3 年では大幅に減少している。白石町では平成 26

年から令和 3 年にかけて、柳川市では平成 28 年から令和 3 年にかけて減少して

いる。年間販売額において、佐賀市はおおむね横ばいであるが、柳川市及び白石

町では増加傾向である。 

＜林業＞ 

柳川市には国有林野や民有林野はない。総林野面積について平成 22 年から佐

賀市では減少し、白石町ではおおむね横ばいである。 

3.2.2 土地利用の状況 

(1) 土地利用の

状況 

佐賀市全域、白石町全域及び柳川市全域における令和 2 年（佐賀市、白石町）、

令和元年（柳川市）の土地利用（民有地）状況について、いずれの市町において

も田が占める割合が最も大きい。 
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表 3-2（2） 事業実施想定区域及びその周囲における社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

（続き）3.2.2 土地利用の状況 

(2) 土地利用規

制の現況 

佐賀市全域、白石町全域及び柳川市全域における令和 3 年の都市計画用途地域

の指定状況について、事業実施想定区域は、市街化調整区域に指定されている。 

3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

＜水道水として

の利用状況＞ 

事業実施想定区域及びその周囲において、筑後川水系や嘉瀬川水系の河川のほ

かダム、地下水が水道水として利用されている。 

3.2.4 交通の状況 

(1) 道路 事業実施想定区域及びその周囲における、平成 27 年度の道路交通センサスに

よる昼間 12 時間の交通量は、一般国道で 2,072～21,938 台、一般県道で 507～

16,922 台、県道で 130～16,031 台となっている。 

(2) 鉄道 事業実施想定区域及びその周辺には、西鉄天神大牟田線、JR 長崎本線及び JR

佐世保線が通っている。 

3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及び住宅の配

置の概況 

＜学校、医療施

設・病院、福祉

施設の配置＞ 

事業実施想定区域及びその周囲における教育施設のうち幼稚園・幼保連携型認

定こども園は 25 校、小学校は 36 校、中学校は 16 校、高等学校は 6 校、大学は 1

校、大学校は 1 校、特別支援学校は 2 校ある。医療施設・病院は 18 施設、社会

福祉施設のうち保育所は 46 施設、保育所を除く社会福祉施設は 179 施設ある。

いずれの施設も事業実施想定区域より 3 ㎞以上離れている。 

3.2.6 下水道の整備の状況 

＜下水道の整備

の状況＞ 

佐賀市全域、白石町全域及び柳川市全域における令和 3年度の下水道普及率は、

佐賀市で 83.6%、白石町で 21.9％、柳川市で 18.8%となっている。 

3.2.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

(1) 環境基本法

に基づく公害防

止計画の策定 

＜大気汚染に係る環境基準＞ 

環境基本法(平成 5 年 11 月 19 日法律第 91 号)に基づく「大気汚染に係る環境

基準について」、「大気の汚染に係る環境基準について」、「二酸化窒素に係る環境

基準について」、「二酸化窒素に係る環境基準の改定について」、「ベンゼン等によ

る大気の汚染に係る環境基準について」、「微小粒子状物質による大気の汚染に係

る環境基準について」、「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準につい

て（通知）」により環境基準が定められているほか、ダイオキシン類対策特別措

置法（平成 11 年 7 月 16 日法律第 105 号）第 7 条に基づく「ダイオキシン類によ

る大気の汚染に係る環境基準について」により環境基準が定められている。 

なお、環境基準は工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地

域又は場所については適用しない。 

炭化水素について環境基準は定められていないが、光化学オキシダントの生成

防止のため、昭和 51 年 8 月 13 日中央公害対策審議会から指針値が示されている。 
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表 3-2（3） 事業実施想定区域及びその周囲における社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

（続き）3.2.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に

係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

（続き） 

(1) 環境基本法

に基づく公害防

止計画の策定 

＜騒音に係る環境基準＞ 

環境基本法に基づく「騒音に係る環境基準について」、「騒音に係る環境基準の

改正について」により環境基準が定められている。また、同法に基づく「航空機

騒音に係る環境基準について」により環境基準が定められている。佐賀空港周辺

地域では、環境基準にかかる類型指定はない。 

＜土壌汚染に係る環境基準＞ 

環境基本法に基づく「土壌の汚染に係る環境基準について」により環境基準が

定められている。 

＜水質汚濁に係る環境基準＞ 

環境基本法に基づく「水質汚濁に係る環境基準について」により環境基準が定

められている。事業実施想定区域及びその周囲には、類型指定のされた河川、海

域があり、測定点が設置されている。 

(2) ダイオキシ

ン類対策特別措

置法に基づく環

境基準 

ダイオキシン類対策特別措置法第 7 条に基づく「ダイオキシン類による大気の

汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染に係る環境基準」

により、大気、水質、水底の底質及び土壌における環境基準が定められている。 

(3) その他公害

の防止に関する

法令に基づく地

域地区の制定状

況及び規制基準 

＜大気汚染に係る規制＞ 

大気汚染防止法(昭和 43 年 6 月 10 日法律第 97 号)では、工場及び事業場から

排出される大気汚染物質について、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設等を対

象に、排出基準、総量規制基準、施設の構造等に関する基準などが定められてい

る。事業実施想定区域及びその周囲は、大気汚染防止法に基づく総量規制地域に

指定されていない。 

＜騒音に係る規制＞ 

騒音規制法(昭和 43 年 6 月 10 日法律第 98 号)に基づく「特定工場等において発

生する騒音の規制に関する基準」、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に

関する基準」、「騒音規制法第 17 条第 1 項の規定に基づく指定地域内における自

動車騒音の限度を定める省令」により特定工場等において発生する騒音及び特定

建設作業に伴って発生する騒音の規制基準と自動車騒音に係る限度が、地域・時

間帯に応じて定められている。 

特定工場等に係る騒音の規制基準では、事業実施想定区域は第 3 種区域に、事業

実施想定区域周辺及び白石町は全域が第 2 種区域に、柳川市は第 2 種区域及び第

3 種区域に指定されている。 

自動車騒音の要請限度では、業実施想定想定区域で c 区域に、事業実施想定区域

周辺及び白石町全域で b 区域に、柳川市の一部で b 区域及び c 区域に指定されて

いる。 
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表 3-2（4） 事業実施想定区域及びその周囲における社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

（続き） 

3.2.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

（続き） 

(3) その他公害

の防止に関する

法令に基づく地

域地区の制定状

況及び規制基準 

＜振動に係る規制＞ 

振動規制法(昭和 51 年 6 月 10 日法律第 64 号)に基づく「特定工場等において

発生する振動の規制に関する基準」、「振動規制法施行規則別表第 1 の付表の第 1

号に規定する区域」により工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴

って発生する振動の規制基準と道路交通振動に係る限度が地域、時間帯に応じて

定められている。 

事業実施想定区域は第 2 種区域に、事業実施想定区域周辺及び白石町全域は第

1 種区域、佐賀市及び柳川市は第 1 種区域及び第 2 種区域に指定されている。 

＜悪臭に係る規制＞ 

悪臭防止法(昭和 46 年 6 月 1 日法律第 91 号)では、規制地域内の工場・事業場の

事業活動に伴って発生する悪臭について、特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準

を定めることとしている。 

佐賀市及び白石町は特定悪臭物質規制の規制地域に指定されているものの、柳

川市においては規制地域に指定された地域はない。 

＜水質汚濁に係る規制＞ 

水質汚濁防止法(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 138 号)に基づく「排水基準を定

める省令」により工場及び事業場からの排水には排水基準が定められている。 

事業実施想定区域及びその周囲では「水質汚濁防止法第 3 条第 3 項の規定に基

づく排水基準を定める条例」により上乗せ排水基準が定められている。上乗せ排

水基準適用区域としては、佐賀県の六角川水域及び福所江水域、六角川水域及び

福所江水域以外の水域、福岡県の遠賀川・筑後川・矢部川水域がある。 

＜土壌汚染に係る規制＞ 

土壌汚染対策法(平成 14 年 5 月 29 日法律第 53 号)では、土壌中の有害物質の

溶出量又は含有量が基準に適合しない土地を要措置区域または形質変更時要届

出区域等として指定している。要措置区域として佐賀市巨勢町大字牛島が指定さ

れている。また、佐賀市において水ヶ江一丁目、天神一丁目、久保田町大字新田、

及び鍋島五丁目が、柳川市において大和町鷹ノ尾字東小袋の一部が形質変更時要

届出区域に指定されている。 

＜湖沼水質保全と特別措置法の規定により指定された指定地域＞ 

湖沼水質保全特別措置法(昭和 59 年 7 月 27 日法律第 61 号)は、水質の汚濁に係

る環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施すべき施策に関

する計画の策定及び汚水、廃液その他の水質の汚濁の原因となる物を排出する施

設に係る必要な規制を行うことが定められている。 

事業実施想定区域及びその周囲に指定地域はない。 

＜排水基準を定める省令に規定する湖沼及び海域＞ 

排水基準を定める省令(昭和 46 年 6 月 21 日総理府令第 35 号)に基づく「排水基

準を定める省令別表第二の備考 6及び 7の規定に基づく窒素含有量又は燐〈りん〉

含有量についての排水基準に係る海域」により「有明海」がある。 
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表 3-2（5） 事業実施想定区域及びその周囲における社会的状況 

項目 事業実施想定区域及びその周囲における概況 

（続き） 

3.2.7 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規

制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

(4) その他の環

境に関する法令

に基づく地域地

区指定状況 

＜鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の規定により設定され

た鳥獣保護区の区域＞ 

事業実施想定区域及びその周囲において、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律」(平成 14 年 7 月 12 日法律第 88 号)に基づく鳥獣保護区は、

「森林公園鳥獣保護区」及び「東よか干拓特別保護地区」がある。 

＜自然公園法により設定された区域＞ 

事業実施想定区域及びその周囲に、自然公園法(昭和 32 年 6 月 1 日法律第 161

号)に基づく自然公園はない。 

＜森林法の規定により指定された保安林地域＞ 

事業実施想定区域及びその周囲に、森林法(昭和 26 年 6 月 26 日法律第 249 号)

に基づく保安林は存在しない。 

＜急傾斜地崩壊危険区域地域＞ 

事業実施想定区域及びその周囲に、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律(昭和 44 年 7 月 1 日法律第 57 号)に基づく地域は存在しない。 

＜地すべり防止区域＞ 

事業実施想定区域及びその周囲に、地すべり等防止法(昭和 33 年 3 月 31 日法

律第 30 号) に基づく地すべり防止区域の指定はない。 

＜地下水の利用＞ 

佐賀県環境の保全と創造に関する条例（平成 14 年 10 月 7 日佐賀県条例第 48

号）では、地下水採取規制地域が定められている。佐賀市では都市計画法市街化

区域（旧大和町を除く）及び JR 九州長崎本線以南が、白石町では全域が地下水

採取規制地域に指定されている。また、福岡県では地下水利用についての規制地

域は設けられていない。 

＜景観法の規定により定められた良好な景観の形成に関する計画など＞ 

景観法(平成 16 年 6 月 18 日法律第 110 号)に基づき、佐賀市及び柳川市では景

観条例や景観計画が制定されている。 

事業実施想定区域及びその周囲は景観計画区域に指定されている。 
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第 4 章 計画段階配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果をとりまとめたもの 

4.1  計画段階配慮事項の選定 

本事業に係る計画段階配慮事項は、「飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環

境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を

選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成 10 年運

輸省令第 36 号）」第 5 条に基づき、事業特性や事業実施想定区域及びその周囲の自然的・

社会的状況を踏まえるとともに、専門家等の助言を受けて、重大な影響を受けるおそれが

ある環境要素を選定した。 

なお、同省令においては、計画段階配慮事項の選定は、事業に係る工事が完了した後の

土地又は工作物の存在及び供用における影響を対象とすることになっているが、一部の項

目については、工事の実施における影響についても調査、予測及び評価の対象とした。 

計画段階配慮事項の選定結果を表 4.1-1、選定理由を表 4.1-2 に示す。 
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表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定結果 

影響要因の区分 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物の 

存在及び供用 

造成等

の施工

による

一時的

な影響 

建設機

械の稼

働 

資材及

び機械

の運搬

に用い

る車両

の運行 

飛行場

の存在 

航空機

の運航 

飛行場

の施設

の供用 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として

調査、予測及び評

価されるべき環境

要素 

大気環

境 

大気質 
窒素酸化物       

粉じん等      

騒音 
騒音・超低周

波音 
    ◯  

振動 振動       

水環境 

水質 

水の汚れ     ◯  

土砂による水

の濁り 
◯      

底質 底質       

地下水 地下水       

土壌に

係る環

境その

他の環

境 

地形及

び地質 

重要な地形及

び地質 
      

生物の多様性の確

保及び自然環境の

体系的保全を旨と

して調査、予測及

び評価されるべき

環境要素 

動物 

重要な種及び

注目すべき生

息地 

   ◯ ◯ ◯ 

植物 
重要な種及び

群落 
   ◯  ◯ 

生態系 
地域を特徴づ

ける生態系 
   ◯  ◯ 

人と自然との豊か

な触れ合いの確保

を旨として調査、

予測及び評価され

るべき環境要素 

景観 

主要な眺望点

及び景観資源

並びに主要な

眺望景観 

      

人と自然との触れ

合いの活動の場 

主要な人と自

然との触れ合

いの活動の場 

      

環境への負荷の量

の程度により予測

及び評価されるべ

き環境要素 

廃棄物等 
建設工事に伴

う副産物 
      

温室効果ガス等 
温室効果ガス

等 
    ◯  

一般環境中の放射

性物質について調

査、予測及び評価

されるべき環境要

素 

放射線の量 放射線の量       

注 1：表中の記号等の凡例は以下のとおり。 

   ◯：計画段階配慮事項として選定する項目 

   ■：主務省令に示される参考項目 

   ■：主務省令に示される参考項目ではないが、影響を受けるおそれがあると考えられた項目 
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表 4.1-2（1） 計画段階配慮事項の選定理由 

評価項目 選定

結果 
選定した理由・選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

大気質 窒素酸化

物 

建設機械の稼働 × 事業実施想定区域の近傍に住居等はなく、建設機

械の稼働による窒素酸化物について、重大な影響を

及ぼすおそれはないと考えられることから、計画段

階配慮事項に選定しない。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

× 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

窒素酸化物については、環境保全措置（工事工程の

調整や低排出車両の導入促進等）を講じることによ

り影響の低減等が可能と考えられ、重大な影響を及

ぼすおそれはないと考えられることから、計画段階

配慮事項に選定しない。 

航空機の運航 × 航空機の離着陸回数は増加する可能性があるも

のの、航空機の運航及び飛行場の施設の供用による

窒素酸化物について、重大な影響を及ぼすおそれは

ないと考えられることから、計画段階配慮事項に選

定しない。 

飛行場の施設の

供用 

× 

粉じん等 造成等の施工に

よる一時的な影

響及び建設機械

の稼働 

× 事業実施想定区域の近傍に住居等はなく、建設機

械の稼働による粉じん等について、重大な影響を及

ぼすおそれはないと考えられることから、計画段階

配慮事項に選定しない。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

× 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

粉じん等については、環境保全措置（工事工程の調

整や低公害車両の導入等）を講じることにより影響

の低減等が可能と考えられ、重大な影響を及ぼすお

それはないと考えられることから、計画段階配慮事

項に選定しない。 

騒音 騒音・超

低周波音 

建設機械の稼働 × 事業実施想定区域の近傍に住居等はなく、建設機

械の稼働による騒音について、重大な影響を及ぼす

おそれはないと考えられることから、計画段階配慮

事項に選定しない。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

× 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

騒音（道路交通騒音）については、環境保全措置（工

事工程の調整や低公害車両の導入等）を講じること

により影響の低減等が可能と考えられ、重大な影響

を及ぼすおそれはないと考えられることから、計画

段階配慮事項に選定しない。 

航空機の運航 ◯ 航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の

増加による離陸時の上昇角度が小さくなることが

見込まれ、航空機騒音が増加する可能性があること

から、計画段階配慮事項として選定する。 
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表 4.1-2（2） 計画段階配慮事項の選定理由 

評価項目 選定

結果 
選定した理由・選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

振動 振動 建設機械の稼働 × 事業実施想定区域の近傍に住居等はなく、建設機

械の稼働による振動について、重大な影響を及ぼす

おそれはないと考えられることから、計画段階配慮

事項に選定しない。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

× 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

振動（道路交通振動）については、環境保全措置（工

事工程の調整や低公害車両の導入等）を講じること

により影響の低減等が可能と考えられ、重大な影響

を及ぼすおそれはないと考えられることから、計画

段階配慮事項に選定しない。 

水質  水の汚れ 飛行場の存在 ◯ 飛行場の存在、航空機の運航、飛行場の施設の供

用によって、水質汚濁（汚れ等）の発生による周辺

環境（水田環境、有明海等）への影響が考えられ、

特に有明海等に関しては、本地域における重要な環

境であるため、計画段階配慮事項に選定する。 

航空機の運航 

飛行場の施設の

供用 

土砂によ

る水の濁

り 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

◯ 造成等の施工による一時的な影響によって、水質

汚濁（濁り等）の発生による周辺環境（水田環境、

有明海等）への影響が考えられ、特に有明海等に関

しては、本地域における重要な環境であるため、計

画段階配慮事項に選定する。 

底質 底質 造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 造成等の施工による一時的な影響として、濁水の

発生により底質に影響を及ぼす可能性が考えられ

るが、現段階で水質汚濁（濁り等）による底質への

影響の程度が不明であるため、計画段階配慮事項に

選定しない。 

地下水 地下水 飛行場の存在 × 飛行場の存在により、地下水の流動に重大な影響

を及ぼすおそれは小さいと考えられるため、計画段

階配慮事項に選定しない。 

地形及び

地質 

重要な地

形及び地

質 

飛行場の存在 × 事業実施想定区域及びその周囲は、農業用干拓地

として既に整備された地域であり、重要な地形及び

地質は存在しないことから、重大な影響を及ぼすお

それはないと考えられるため、計画段階配慮事項に

選定しない。 
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表 4.1-2（3） 計画段階配慮事項の選定理由 

評価項目 選定

結果 
選定した理由・選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

動物 重要な種

及び注目

すべき生

息地 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 造成等の施工による一時的な影響として、濁水の

発生による水生生物への影響が懸念されるが、現段

階で水質汚濁（濁り等）による底質への影響の程度

が不明であるため、計画段階配慮事項に選定しな

い。 

建設機械の稼働 × 建設機械の稼働による騒音により、周辺に生息す

る動物への影響が懸念されるが、環境保全措置（低

騒音の建設機械の使用等）を講じることにより影響

の低減等が可能と考えられ、重大な影響を及ぼすお

それはないと考えられることから、計画段階配慮事

項に選定しない。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

× 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による

影響として、ロードキルの発生が考えられるが、環

境保全措置（工事業者への注意喚起等）を講じるこ

とにより影響の低減等が可能と考えられ、重大な影

響を及ぼすおそれはないと考えられることから、計

画段階配慮事項に選定しない。 

飛行場の存在 ◯ 飛行場の存在により、畑地、クリークや水田等で

構成される環境に生息する動物の生息場の縮小が

懸念されることから、計画段階配慮事項に選定す

る。 

航空機の運航 ◯ 航空機の運航により、事業実施想定区域周辺（有

明海を含む）に生息する重要な鳥類の移動の妨げと

なる可能性、並びに航空機と鳥との衝突により鳥類

の重要な種に影響を及ぼす可能性があることから、

計画段階配慮事項に選定する。 

飛行場の施設の

供用 

◯ 施設からの排水や雨水排水によって、周辺環境

（水田環境、有明海等）に影響を及ぼすおそれがあ

るため、計画段階配慮事項に選定する。 
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表 4.1-2（4） 計画段階配慮事項の選定理由 

評価項目 選定

結果 
選定した理由・選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

植物 重要な種

及び群落 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 造成等の施工による一時的な影響として、濁水の

発生による植物の生育環境への影響が考えられる

が、現段階で水質汚濁（濁り等）による底質への影

響の程度が不明であるため、計画段階配慮事項に選

定しない。 

飛行場の存在 ◯ 飛行場の存在により、畑地、クリークや水田等で

構成される環境に生育する植物の生育場の縮小が

懸念されることから、計画段階配慮事項に選定す

る。 

飛行場の施設の

供用 

◯ 施設からの排水や雨水排水によって、周辺環境

（水田環境、有明海等）に影響を及ぼすおそれがあ

るため、計画段階配慮事項に選定する。 

生態系 地域を特

徴づける

生態系 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 造成等の施工による一時的な影響として、濁水の

発生による周辺環境（水田環境、有明海等）への影

響が考えられるが、現段階で水質汚濁（濁り等）に

よる底質への影響の程度が不明であるため、計画段

階配慮事項に選定しない。 

飛行場の存在 ◯ 飛行場の存在により、畑地、クリークや水田等で

構成される環境が縮小することから、計画段階配慮

事項に選定する。 

飛行場の施設の

供用 

◯ 施設からの排水や雨水排水によって、周辺環境

（水田環境、有明海等）に影響を及ぼすおそれがあ

るため、計画段階配慮事項に選定する。 

景観 主要な眺

望点及び

景観資源

並びに主

要な眺望

景観 

飛行場の存在 × 事業実施想定区域及びその周囲には、主要な眺望

点、景観資源等は少なく、また、本事業は滑走路の

延長事業であり飛行場の存在による影響はほとん

どないと考えられ、重大な影響を及ぼすおそれはな

いと考えられることから、計画段階配慮事項に選定

しない。 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主要な人

と自然と

の触れ合

いの活動

の場 

飛行場の存在 × 滑走路の延長という事業内容からみて、主要な人

と自然との触れ合い活動の場に対する影響はほと

んどないと考えられ、重大な影響を及ぼすおそれは

ないと考えられることから、計画段階配慮事項に選

定しない。 



 4-7 

 

表 4.1-2（5） 計画段階配慮事項の選定理由 

評価項目 選定

結果 
選定した理由・選定しない理由 

環境要素の区分 影響要因の区分 

廃棄物等 建設工事

に伴う副

産物 

造成等の施工に

よる一時的な影

響 

× 造成等の施工による一時的な影響として、建設発

生土等の副産物が発生するが、環境保全措置（有効

活用の推進等）を講じることにより影響の低減等が

可能と考えられ、重大な影響を及ぼすおそれはない

と考えられることから、計画段階配慮事項に選定し

ない。 

温室効果

ガス等 

温室効果

ガス等 

建設機械の稼働 × 建設機械の稼働、資材及び機械の運搬に用いる車

両の運行により温室効果ガス等が発生するが、環境

保全措置（低排出型の機械や車両の使用等）を講じ

ることにより影響の低減等が可能と考えられ、重大

な影響を及ぼすおそれはないと考えられることか

ら、計画段階配慮事項に選定しない。 

資材及び機械の

運搬に用いる車

両の運行 

 

航空機の運航 ◯ 航空機の離着陸回数の増加が見込まれ、温室効果

ガス等の排出量が増加する可能性があることから、

計画段階配慮事項として選定する。 

飛行場の施設の

供用 

× 飛行場の施設の供用については、増加する負荷の

程度が現段階では想定できないため、計画段階配慮

事項として選定しない。 

放射線の

量 

放射線の

量 

造成等の施工に

よる一時的な影

響、建設機械の稼

働、資材及び機械

の運搬に用いる

車両の運行 

× 本事業は、放射性物質を取扱う施設の整備はな

く、放射性物質が事業実施区域の外へ拡散・流出す

るおそれはなく、重大な影響を及ぼすおそれはない

と考えられることから、計画段階配慮事項に選定し

ない。 
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4.2  計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法 

計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は、事業計画の熟度に応じた環境配

慮を適切に実施できる手法とし、専門家等の助言を受けて、調査については既存資料等に

基づき環境配慮が必要な検討対象の位置・分布を把握する手法、予測は環境の変化を把握

する手法、評価は環境影響の程度を整理することで行うこととした。 

計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法は、表 4.2-1 に示すとおりである。 

 

表 4.2-1（1） 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法 

環境要素 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法 

騒音 航空機騒音

の増加域 

既存資料等の収集・

整理 

・環境基準の類型指

定状況等 

航空機騒音の増加す

る領域及び増加する

程度の把握 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

の状況を把握できる

手法であるため 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

への影響の程度を把

握できる手法である

ため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 

水質（水の

汚れ） 

水質汚濁（汚

れ等） 

既存資料等の収集・

整理 

・土地利用状況等 

 

工事による排水の流

出先と事業実施想定

区域との位置関係の

把握 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

の状況を把握できる

手法であるため 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

への影響の程度を把

握できる手法である

ため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 
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表 4.2-1（2） 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法 

環境要素 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法 

水質（土砂

による水の

濁り） 

水 質 汚 濁

（濁り等） 

既存資料等の収集・整

理 

・土地利用状況等 

 

工事による排水の流

出先と事業実施想定

区域との位置関係の

把握 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：事業実施想

定区域及びその周囲

の保全すべき対象の

状況を把握できる手

法であるため 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

への影響の程度を把

握できる手法である

ため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 

動物 重要な種及

び注目すべ

き生息地 

既存資料等の収集・整

理 

・重要な種の生息状況 

・注目すべき生息地 

・航空機の運航に伴う

バードストライク

（鳥衝突）の発生状

況 

・事業者による鳥衝突

防止対策に係る取

り組み状況 

【飛行場の存在】 

【飛行場の施設の供

用】 

動物の状況と事業実

施想定区域との位置

関係の把握 

【航空機の運航】 

航空機の運航による

バードストライク発

生の変化の程度 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：事業実施想

定区域及びその周囲

の保全すべき対象の

状況を把握できる手

法であるため 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

への影響の程度を把

握できる手法である

ため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 
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表 4.2-1（3） 計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の手法 

環境要素 検討対象 調査手法 予測手法 評価手法 

植物 重要な種及

び群落 

既存資料等の収集・

整理 

・重要な種の生育状

況 

・重要な群落 

植物の状況と事業実

施想定区域との位置

関係の把握 

 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

の状況を把握できる

手法であるため 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

への影響の程度を把

握できる手法である

ため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 

生態系 地域を特徴

づける生態

系 

既存資料等の収集・

整理 

・地域を特徴づける

生態系の状況等 

生態系の状況と事業

実施想定区域との位

置関係の把握 

 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

の状況を把握できる

手法であるため 

選定理由：事業実施

想定区域及びその周

囲の保全すべき対象

への影響の程度を把

握できる手法である

ため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 

温室効果ガ

ス等 

温室効果ガ

ス排出量 

事業内容による排出

源の把握 

温室効果ガスの排出

の有無を定性的に把

握 

環境影響の程度を比

較整理 

選定理由：計画段階

において、予測・評

価を行うために必要

な情報は事業内容の

みであるため 

選定理由：温室効果

ガスの排出の有無を

比較できる手法であ

るため 

選定理由：滑走路の

延長位置の違いによ

る影響の程度を比較

できる手法であるた

め 
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4.3  計画段階配慮事項に関する調査、予測及び評価の結果 

4.3.1  騒音 

 (1) 調査 

1) 調査手法 

既存資料等を収集・整理し、航空機騒音に関する環境基準の類型指定状況について調

査を行った。 

 

2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした（図 4.3-1 の範囲）。 

 

3) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲においては、航空機の騒音に係る環境基準の類型指定

は行われていない（図 4.3-1）。 

なお、航空機騒音については、佐賀県が空港周囲及び空港に近接する住宅地において

定期的に測定しており、航空機騒音測定結果は表 4.3-1、観測地点は図 4.3-1 に示すと

おりである。 

過去 6 年間の航空機騒音をみると、佐賀空港の西側に位置する国造搦西堤防（5-1）に

おける平成 29 年度～令和元年度までの測定結果は 59～61dB であり、環境基準に当ては

めた場合におけるⅡ類型の環境基準（62dB 以下）を下回っていた。国造搦西堤防（5-1）

の令和 2 年度以降の測定結果、及び他の地点の測定結果はいずれも I 類型の環境基準

（57dB 以下）を下回っていた。 

 

表 4.3-1 航空機騒音測定結果 

No. 地点 

評価値 Lden[dB] 
地域の 

類型 
平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3 年度 

令和 

4 年度 

1 国造搦西堤防(5-1) 61 60 59 50 52 56 

無し 

2 大詫間南(5-2) 51 53 53 42 45 49 

3 川副西干拓(5-3) 37 40 34 29 39 35 

4 佐賀市川副町小々森 36 - 36 - 32 - 

5 佐賀市川副町犬井道 - 35 - 29 - - 

6 佐賀市川副町大詫間 36 - 36 注 1） - 32 - 

7 杵島郡白石町八平 - 43 注 1） - 29 - - 

8 柳川市大浜町 41 42 39 31 32 37 

9 柳川市吉富町 36 35 35 29 30 30 

注 1.連続 7 日間の測定のうち欠測期間があったため、参考値を示す。 

出典：「佐賀空港周辺航空機騒音測定結果」（佐賀県 HP） 

https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00313742/3_13742_248643_up_rjr441en.pdf  

「令和 4 年度 佐賀空港環境保全対策委託（騒音測定調査）」（令和 5 年 3 月、佐賀県） 

「佐賀空港事務所提供資料」 
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 (2) 予測 

1) 予測手法 

航空機の運航に伴って発生する騒音の増加域及び増加する程度について予測を行った。 

 

2) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

3) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-2 に示すとおりである。 

 

表 4.3-2 計画段階配慮事項に対する予測結果（騒音） 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

＜飛行騒音の増加領域のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

＜飛行騒音の増加領域のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

・航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載

燃料の増加による離陸時の上昇角度が小さ

くなることに伴い、騒音影響は増加する。 

・航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載

燃料の増加による離陸時の上昇角度が小さ

くなることに伴い、騒音影響は増加する。 

・滑走路は東側に向けて延長されるため、騒

音影響を受ける領域が東側に移動する。 

・滑走路は東側、西側にそれぞれ延長される

ため、騒音影響を受ける領域が東側、西側

に移動する。 

 

 

   ：現在の滑走路 

   ：滑走路の延長部 

   ：現在の騒音影響のイメージ 

   ：供用時の騒音影響のイメージ 

   ：現在の滑走路 

   ：滑走路の延長部 

   ：現在の騒音影響のイメージ 

   ：供用時の騒音影響のイメージ 
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 (3) 評価 

1) 評価手法 

予測結果をもとに、事業による環境影響の程度を比較・整理することで評価を行った。 

 

2) 評価結果 

航空機の運航に伴う騒音は、航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の増加に

よる離陸時の上昇角度が小さくなることに伴い、いずれの案も増加する。また、案１に

ついては滑走路を東側に延長するため騒音影響を受ける領域が東側に移動し、案２につ

いては東側、西側にそれぞれ延長されるため騒音影響を受ける領域が東側、西側に移動

する。 

航空機騒音の影響は、滑走路の位置によりその増加領域はやや異なるものの、両案の

影響範囲は重複する範囲が多いと考えられる。 

両案とも飛行場の近傍に住居等は分布していないものの、今後の事業計画検討や環境

影響評価手続において、下記事項に留意することにより、重大な影響を回避、低減でき

るものと考えられる。 

・詳細な事業計画にもとづき、騒音についての予測計算を行うとともに、必要に応じ

て環境保全措置（飛行経路の遵守及び高度確保について必要に応じた関係機関への

はたらきかけ、航空機騒音のモニタリングの実施等）を検討する。 
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4.3.2  水質（水の汚れ、土砂による水の濁り） 

 (1) 調査 

1) 調査手法 

既存資料等を収集・整理し、土地利用の状況等について調査を行った。 

 

2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした（図 4.3-2 の範囲）。 

 

3) 調査結果 

事業実施想定区域は、干拓地上に位置しており、南側は有明海に面している。事業実

施想定区域及びその周囲の主な土地利用は、農地（畑地や水田）であり、これら農地の

周辺には水路（クリーク）が張り巡らされている。また、有明海沿岸には広大な干潟域

が分布しており、周辺から筑後川、嘉瀬川をはじめとする大小河川が流入している。（図 

4.3-2） 
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 (2) 予測 

1) 予測手法 

造成等の施工及び、飛行場の存在、航空機の運航、飛行場の施設の供用により発生す

る排水の流出先への影響について予測を行った。 

 

2) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

3) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-3 に示すとおりである。 

 

表 4.3-3 計画段階配慮事項に対する予測結果（水質（水の汚れ、土砂による水の濁り）） 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

＜排水の流出先のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜排水の流出先のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・工事中や供用時の排水は、空港周辺の水路

から東側の排水樋門を経由して、早津江川

河口や有明海（干潟域）に達すると考えら

れる。 

・工事中や供用時の排水は、空港周辺の水路

から東西 2 箇所の排水樋門を経由して、早

津江川河口や有明海（干潟域）に達すると

考えられる。 

・工事中において、既設の進入灯台 2 基の移

設に伴い海域の一部を改変するため、一時

的に水の濁りが発生すると考えられる。 

 

有明海（干潟域） 

干拓地（水田等） 
早
津
江
川 

   ：現在の滑走路 

   ：改変区域のイメージ 

   ：排水樋門 

   ：排水の流出先のイメージ 

有明海（干潟域） 

干拓地（水田等） 
早
津
江
川 

   ：現在の滑走路 

   ：改変区域のイメージ 

   ：排水樋門 

   ：排水の流出先のイメージ 
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 (3) 評価 

1) 評価手法 

予測結果をもとに、事業による環境影響の程度を比較・整理することで評価を行った。 

 

2) 評価結果 

造成等の施工及び飛行場の存在、航空機の運航、飛行場の施設の供用により発生する

排水は、案１が空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由して、案２が空港周辺の水路

から東西 2 箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口や有明海（干潟域）に達すると考

えられる。 

案１は 1 箇所から河川・海域へ排水するが、案２は 2 箇所から排水し、加えて既設の

進入灯台 2 基の移設に伴い海域の一部を改変するため、一時的に水の濁りが発生する。

よって、案１の方が影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられる。 

両案とも今後の事業計画検討や環境影響評価手続において、下記事項に留意すること

により、重大な影響を回避、低減できるものと考えられる。 

・工事中や供用時の内容に応じた水質汚濁の流出防止対策（沈砂池や汚濁防止装置の

設置、水質・底質モニタリングの実施等）について検討する。 
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4.3.3  動物 

 (1) 調査 

1) 調査手法 

既存資料等を収集・整理し、重要な動物の生息状況及び生息環境、注目すべき生息地、

航空機の運航に伴うバードストライク（鳥衝突）の発生状況、事業者による鳥衝突防止

対策に係る取り組み状況について調査を行った。 

 

2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

3) 調査結果 

(ア) 重要な種 

事業実施想定区域及びその周囲において、生息する可能性がある動物の重要な種は、

鳥類が 97 種、両生類が 8 種、爬虫類が 5 種、哺乳類が 7 種、昆虫類が 107 種、魚類が

54 種、底生動物が 172 種であった（表 4.3-4～表 4.3-10）。また、動物の生息環境の基

盤となる主な植生は、水田（水田雑草群落）や畑地（畑地雑草群落）であった（図 4.3-3）。 
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・
環

境
省

R
L
、

福
岡

R
D
B
、

佐
賀

R
L
 

 
 

 
 

 
 

E
X：

絶
滅

、
E
W：

野
生

絶
滅

、
C
R
+
E
N：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
類

、
C
R：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
A
類

、
E
N：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
B
類

、
V
U：

絶
滅

危
惧

Ⅱ
類

、
 

 
 

 
 

 
 

N
T
：

準
絶

滅
危

惧
、

D
D
：

情
報

不
足

、
L
P
：

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

域
個

体
群

 

注
2
：
重

要
な

種
の

選
定

基
準

の
詳

細
に

つ
い

て
は

、「
3
.
1
.
5
 
動

植
物

の
生

息
又

は
生

育
、
植

生
及

び
生

態
系

の
状

況
」
に

示
す

。
 



 

4-23 

表
 
4
.
3
-
5
 

両
生

類
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
D
B

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

(
汽

水
)

・
海

域

1
有

尾
目

サ
ン

シ
ョ

ウ
ウ

オ
科

カ
ス

ミ
サ

ン
シ

ョ
ウ

ウ
オ

特
定

二
種

V
U

V
U

N
T

○
○

2
イ

モ
リ

科
ア

カ
ハ

ラ
イ

モ
リ

N
T

N
T

○
○

○

3
無

尾
目

ヒ
キ

ガ
エ

ル
科

ニ
ホ

ン
ヒ

キ
ガ

エ
ル

V
U

D
D

○
○

4
ア

カ
ガ

エ
ル

科
ニ

ホ
ン

ア
カ

ガ
エ

ル
V
U

○
○

5
ヤ

マ
ア

カ
ガ

エ
ル

V
U

V
U

○
○

6
ト

ノ
サ

マ
ガ

エ
ル

N
T

E
N

D
D

○
○

○

7
ツ

チ
ガ

エ
ル

N
T

○
○

○

8
ア

オ
ガ

エ
ル

科
カ

ジ
カ

ガ
エ

ル
N
T

N
T

○

合
計

2
目

5
科

8
種

0
種

1
種

3
種

8
種

5
種

0
種

0
種

0
種

8
種

6
種

4
種

0
種

0
種

0
種

生
息

環
境

N
o

目
名

科
名

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準

 

 
注

1
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

表
中

の
略

語
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

・
天

然
記

念
物

 
特

国
：

国
指

定
特

別
天

然
記

念
物

、
国

：
国

指
定

天
然

記
念

物
 

 
 

 
 

・
種

の
保

存
法

 
国

内
：

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

、
国

際
：

国
際

希
少

野
生

動
植

物
種

、
特

定
一

種
：

特
定

第
一

種
国

内
希

少
野

生
動

植
物

種
、

特
定

二
種

：
特

定
第

二
種

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

 

 
 

 
 

・
環

境
省

R
L
、

海
洋

生
物

R
L
、

福
岡

R
D
B
、

佐
賀

R
L
 

 
 

 
 

 
 

E
X
：

絶
滅

、
E
W
：

野
生

絶
滅

、
C
R
+
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
類

、
C
R
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
A
類

、
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
B
類

、
V
U
：

絶
滅

危
惧

Ⅱ
類

、
 

 
 

 
 

 
 

N
T
：

準
絶

滅
危

惧
、

D
D
：

情
報

不
足

、
L
P
：

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

域
個

体
群

 

注
2
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

3
.
1
.
5
 
動

植
物

の
生

息
又

は
生

育
、

植
生

及
び

生
態

系
の

状
況

」
に

示
す

。
 



 

4-24 

表
 
4
.
3
-
6
 

爬
虫

類
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
D
B

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

(
汽

水
)

・
海

域

1
カ

メ
目

ウ
ミ

ガ
メ

科
ア

カ
ウ

ミ
ガ

メ
国

際
E
N

E
N

C
R
＋

E
N

○

2
ス

ッ
ポ

ン
科

ニ
ホ

ン
ス

ッ
ポ

ン
D
D

D
D

D
D

○
○

3
有

鱗
目

ナ
ミ

ヘ
ビ

科
ジ

ム
グ

リ
N
T

D
D

○

4
シ

ロ
マ

ダ
ラ

N
T

○

5
ヒ

バ
カ

リ
N
T

○
○

○

合
計

2
目

3
科

5
種

0
種

1
種

2
種

5
種

3
種

0
種

0
種

0
種

2
種

2
種

1
種

0
種

2
種

1
種

生
息

環
境

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準

N
o

目
名

科
名

 

 
注

1
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

表
中

の
略

語
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

・
天

然
記

念
物

 
特

国
：

国
指

定
特

別
天

然
記

念
物

、
国

：
国

指
定

天
然

記
念

物
 

 
 

 
 

・
種

の
保

存
法

 
国

内
：

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

、
国

際
：

国
際

希
少

野
生

動
植

物
種

、
特

定
一

種
：

特
定

第
一

種
国

内
希

少
野

生
動

植
物

種
、

特
定

二
種

：
特

定
第

二
種

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

 

 
 

 
 

・
環

境
省

R
L
、

海
洋

生
物

R
L
、

福
岡

R
D
B
、

佐
賀

R
L
 

 
 

 
 

 
 

E
X
：

絶
滅

、
E
W
：

野
生

絶
滅

、
C
R
+
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
類

、
C
R
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
A
類

、
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
B
類

、
V
U
：

絶
滅

危
惧

Ⅱ
類

、
 

 
 

 
 

 
 

N
T
：

準
絶

滅
危

惧
、

D
D
：

情
報

不
足

、
L
P
：

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

域
個

体
群

 

注
2
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

3
.
1
.
5
 
動

植
物

の
生

息
又

は
生

育
、

植
生

及
び

生
態

系
の

状
況

」
に

示
す

。
 



 

4-25 

表
 
4
.
3
-
7
 

哺
乳

類
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
D
B

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

(
汽

水
)

・
海

域

1
コ

ウ
モ

リ
目

（
翼

手
目

）
オ

ヒ
キ

コ
ウ

モ
リ

科
オ

ヒ
キ

コ
ウ

モ
リ

V
U

D
D

○
○

2
ネ

ズ
ミ

目
（

齧
歯

目
）

ネ
ズ

ミ
科

ハ
タ

ネ
ズ

ミ
N
T

D
D

○
○

○
○

3
カ

ヤ
ネ

ズ
ミ

V
U

N
T

○
○

○
○

4
ネ

コ
目

（
食

肉
目

）
イ

ヌ
科

キ
ツ

ネ
N
T

○
○

○

5
イ

タ
チ

科
ニ

ホ
ン

イ
タ

チ
N
T

V
U

○
○

6
シ

カ
目

シ
カ

科
ニ

ホ
ン

ジ
カ

E
X

○

7
ク

ジ
ラ

目
（

鯨
）

ネ
ズ

ミ
イ

ル
カ

科
ス

ナ
メ

リ
国

際
N
T

○

合
計

5
目

6
科

7
種

0
種

1
種

1
種

6
種

4
種

0
種

0
種

5
種

1
種

2
種

3
種

2
種

3
種

1
種

生
息

環
境

N
o

目
名

科
名

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準

 

注
1
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

表
中

の
略

語
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

・
天

然
記

念
物

 
特

国
：

国
指

定
特

別
天

然
記

念
物

、
国

：
国

指
定

天
然

記
念

物
 

 
 

 
 

・
種

の
保

存
法

 
国

内
：

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

、
国

際
：

国
際

希
少

野
生

動
植

物
種

、
特

定
一

種
：

特
定

第
一

種
国

内
希

少
野

生
動

植
物

種
、

特
定

二
種

：
特

定
第

二
種

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

 

 
 

 
 

・
環

境
省

R
L
、

海
洋

生
物

R
L
、

福
岡

R
D
B
、

佐
賀

R
L
 

 
 

 
 

 
 

E
X
：

絶
滅

、
E
W
：

野
生

絶
滅

、
C
R
+
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
類

、
C
R
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
A
類

、
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
B
類

、
V
U
：

絶
滅

危
惧

Ⅱ
類

、
 

 
 

 
 

 
 

N
T
：

準
絶

滅
危

惧
、

D
D
：

情
報

不
足

、
L
P
：

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

域
個

体
群

 

注
2
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

3
.
1
.
5
 
動

植
物

の
生

息
又

は
生

育
、

植
生

及
び

生
態

系
の

状
況

」
に

示
す

。
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表
 
4
.
3
-
8
（

1
）

 
昆

虫
類

の
重

要
な

種
及

び
生

息
環

境
 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
D
B

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

(
汽

水
・

海
域

）

1
ク

モ
目

コ
モ

リ
グ

モ
科

カ
コ

ウ
コ

モ
リ

グ
モ

C
R
+
E
N

○

2
ト

ン
ボ

目
（

蜻
蛉

目
）

イ
ト

ト
ン

ボ
科

コ
フ

キ
ヒ

メ
イ

ト
ト

ン
ボ

N
T

E
X

○
○

3
キ

イ
ト

ト
ン

ボ
N
T

○
○

4
ベ

ニ
イ

ト
ト

ン
ボ

N
T

N
T

○
○

5
ム

ス
ジ

イ
ト

ト
ン

ボ
N
T

○
○

6
オ

オ
イ

ト
ト

ン
ボ

C
R

C
R
+
E
N

○
○

○

7
ヤ

マ
イ

ト
ト

ン
ボ

科
ヤ

ク
シ

マ
ト

ゲ
オ

ト
ン

ボ
N
T

○

8
モ

ノ
サ

シ
ト

ン
ボ

科
グ

ン
バ

イ
ト

ン
ボ

N
T

C
R

N
T

○

9
カ

ワ
ト

ン
ボ

科
ア

オ
ハ

ダ
ト

ン
ボ

N
T

V
U

N
T

○

1
0

ヤ
ン

マ
科

ネ
ア

カ
ヨ

シ
ヤ

ン
マ

N
T

V
U

N
T

○
○

1
1

ア
オ

ヤ
ン

マ
N
T

V
U

C
R
+
E
N

○
○

○

1
2

サ
ラ

サ
ヤ

ン
マ

N
T

○
○

1
3

サ
ナ

エ
ト

ン
ボ

科
キ

イ
ロ

サ
ナ

エ
N
T

V
U

C
R
+
E
N

○
○

1
4

ア
オ

サ
ナ

エ
N
T

C
R
+
E
N

○

1
5

ホ
ン

サ
ナ

エ
E
N

C
R
+
E
N

○

1
6

ヒ
メ

サ
ナ

エ
N
T

○

1
7

ナ
ゴ

ヤ
サ

ナ
エ

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

1
8

タ
ベ

サ
ナ

エ
N
T

N
T

○
○

○

1
9

フ
タ

ス
ジ

サ
ナ

エ
N
T

V
U

N
T

○
○

2
0

エ
ゾ

ト
ン

ボ
科

キ
イ

ロ
ヤ

マ
ト

ン
ボ

N
T

V
U

C
R
+
E
N

○

2
1

コ
ヤ

マ
ト

ン
ボ

N
T

○
○

2
2

ト
ン

ボ
科

ベ
ッ

コ
ウ

ト
ン

ボ
国

内
C
R

C
R

C
R
+
E
N

○
○

2
3

キ
ト

ン
ボ

V
U

○
○

2
4

ナ
ツ

ア
カ

ネ
V
U

○
○

2
5

マ
ユ

タ
テ

ア
カ

ネ
U
V

○
○

○
○

2
6

ア
キ

ア
カ

ネ
U
V

○
○

2
7

ヒ
メ

ア
カ

ネ
N
T

○
○

2
8

ミ
ヤ

マ
ア

カ
ネ

N
T

C
R
+
E
N

○
○

2
9

カ
メ

ム
シ

目
（

半
翅

目
）

セ
ミ

科
ハ

ル
ゼ

ミ
N
T

N
T

○

3
0

サ
シ

ガ
メ

科
オ

オ
ア

シ
ナ

ガ
サ

シ
ガ

メ
N
T

○

3
1

ツ
チ

カ
メ

ム
シ

科
シ

ロ
ヘ

リ
ツ

チ
カ

メ
ム

シ
N
T

N
T

○
○

3
2

ベ
ニ

ツ
チ

カ
メ

ム
シ

N
T

○

3
3

キ
ン

カ
メ

ム
シ

科
チ

ャ
イ

ロ
カ

メ
ム

シ
N
T

○
○

3
4

ア
メ

ン
ボ

科
シ

オ
ア

メ
ン

ボ
V
U

V
U

○

3
5

エ
サ

キ
ア

メ
ン

ボ
N
T

V
U

N
T

○
○

○

3
6

ミ
ズ

ム
シ

科
（

昆
）

オ
モ

ナ
ガ

コ
ミ

ズ
ム

シ
V
U

○
○

○

3
7

コ
オ

イ
ム

シ
科

コ
オ

イ
ム

シ
N
T

N
T

N
T

○
○

○

3
8

タ
ガ

メ
特

定
二

種
V
U

C
R

C
R
+
E
N

○
○

3
9

タ
イ

コ
ウ

チ
科

ミ
ズ

カ
マ

キ
リ

N
T

○
○

○

4
0

ナ
ベ

ブ
タ

ム
シ

科
ト

ゲ
ナ

ベ
ブ

タ
ム

シ
V
U

E
N

V
U

○
○

4
1

ナ
ベ

ブ
タ

ム
シ

V
U

○
○

4
2

ト
ビ

ケ
ラ

目
（

毛
翅

目
）

シ
マ

ト
ビ

ケ
ラ

科
オ

オ
シ

マ
ト

ビ
ケ

ラ
N
T

○

4
3

エ
グ

リ
ト

ビ
ケ

ラ
科

ヒ
メ

ト
ビ

イ
ロ

ト
ビ

ケ
ラ

D
D

○
○

生
息

環
境

N
o
.

目
科

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準
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表
 
4
.
3
-
8
（

2
）

 
昆

虫
類

の
重

要
な

種
及

び
生

息
環

境
 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
D
B

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

(
汽

水
・

海
域

）

4
4

チ
ョ

ウ
目

（
鱗

翅
目

）
ミ

ノ
ガ

科
オ

オ
ミ

ノ
ガ

V
U

○

4
5

ス
カ

シ
バ

ガ
科

ア
シ

ナ
ガ

モ
モ

ブ
ト

ス
カ

シ
バ

V
U

V
U

○

4
6

ボ
ク

ト
ウ

ガ
科

ハ
イ

イ
ロ

ボ
ク

ト
ウ

N
T

C
R

N
T

○
○

○

4
7

マ
ダ

ラ
ガ

科
ヤ

ホ
シ

ホ
ソ

マ
ダ

ラ
N
T

N
T

D
D

○
○

4
8

セ
セ

リ
チ

ョ
ウ

科
ミ

ヤ
マ

セ
セ

リ
N
T

○

4
9

ヒ
メ

キ
マ

ダ
ラ

セ
セ

リ
N
T

○

5
0

ミ
ヤ

マ
チ

ャ
バ

ネ
セ

セ
リ

V
U

N
T

○
○

○

5
1

オ
オ

チ
ャ

バ
ネ

セ
セ

リ
N
T

○
○

5
2

シ
ジ

ミ
チ

ョ
ウ

科
ミ

ズ
イ

ロ
オ

ナ
ガ

シ
ジ

ミ
N
T

N
T

○

5
3

コ
ツ

バ
メ

V
U

○

5
4

ク
ロ

シ
ジ

ミ
E
N

V
U

N
T

○
○

5
5

シ
ル

ビ
ア

シ
ジ

ミ
E
N

V
U

N
T

○
○

5
6

タ
テ

ハ
チ

ョ
ウ

科
ウ

ラ
ギ

ン
ス

ジ
ヒ

ョ
ウ

モ
ン

V
U

E
N

N
T

○
○

5
7

オ
オ

ウ
ラ

ギ
ン

ス
ジ

ヒ
ョ

ウ
モ

ン
V
U

○

5
8

メ
ス

グ
ロ

ヒ
ョ

ウ
モ

ン
N
T

○

5
9

ウ
ラ

ギ
ン

ヒ
ョ

ウ
モ

ン
N
T

○
○

○

6
0

オ
オ

ウ
ラ

ギ
ン

ヒ
ョ

ウ
モ

ン
C
R

C
R

C
R
+
E
N

○
○

6
1

ジ
ャ

ノ
メ

チ
ョ

ウ
N
T

○
○

6
2

ヒ
オ

ド
シ

チ
ョ

ウ
N
T

N
T

○

6
3

オ
オ

ム
ラ

サ
キ

N
T

N
T

○

6
4

ウ
ラ

ナ
ミ

ジ
ャ

ノ
メ

本
土

亜
種

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○
○

○
○

6
5

シ
ロ

チ
ョ

ウ
科

ツ
マ

グ
ロ

キ
チ

ョ
ウ

E
N

V
U

V
U

○
○

○

6
6

ツ
バ

メ
ガ

科
ギ

ン
ツ

バ
メ

V
U

○
○

6
7

ヒ
ト

リ
ガ

科
シ

ロ
ホ

ソ
バ

N
T

○

6
8

ヤ
ネ

ホ
ソ

バ
N
T

N
T

○

6
9

ヤ
ガ

科
カ

ギ
モ

ン
ハ

ナ
オ

イ
ア

ツ
バ

N
T

N
T

N
T

○

7
0

ギ
ン

モ
ン

ア
カ

ヨ
ト

ウ
V
U

V
U

○
○

○

生
息

環
境

N
o
.

目
科

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準

 



 

4-28 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
D
B

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

(
汽

水
・

海
域

）

7
1

コ
ウ

チ
ュ

ウ
目

（
鞘

翅
目

）
オ

サ
ム

シ
科

マ
イ

マ
イ

カ
ブ

リ
N
T

○
○

7
2

オ
サ

ム
シ

モ
ド

キ
N
T

○
○

7
3

ハ
マ

ベ
チ

ビ
ゴ

モ
ク

ム
シ

V
U

○

7
4

ゲ
ン

ゴ
ロ

ウ
科

カ
ン

ム
リ

セ
ス

ジ
ゲ

ン
ゴ

ロ
ウ

V
U

○
○

○

7
5

ゲ
ン

ゴ
ロ

ウ
V
U

C
R

C
R
+
E
N

○
○

○

7
6

コ
ガ

タ
ノ

ゲ
ン

ゴ
ロ

ウ
V
U

V
U
 

N
T

○
○

○

7
7

ウ
ス

イ
ロ

シ
マ

ゲ
ン

ゴ
ロ

ウ
N
T

○
○

○

7
8

マ
ル

ケ
シ

ゲ
ン

ゴ
ロ

ウ
注

3
N
T

V
U

D
D

○
○

7
9

コ
シ

マ
チ

ビ
ゲ

ン
ゴ

ロ
ウ

V
U

○
○

8
0

キ
ベ

リ
マ

メ
ゲ

ン
ゴ

ロ
ウ

N
T

E
N

N
T

○

8
1

カ
ワ

ラ
ゴ

ミ
ム

シ
科

カ
ワ

ラ
ゴ

ミ
ム

シ
C
R
+
E
N

○

8
2

ガ
ム

シ
科

ツ
ヤ

ヒ
ラ

タ
ガ

ム
シ

N
T

○

8
3

マ
ル

ヒ
ラ

タ
ガ

ム
シ

N
T

E
N

○
○

8
4

ス
ジ

ヒ
ラ

タ
ガ

ム
シ

N
T

○
○

8
5

シ
ジ

ミ
ガ

ム
シ

E
N

D
D

D
D

○
○

8
6

ハ
ネ

カ
ク

シ
科

オ
オ

ツ
ノ

ハ
ネ

カ
ク

シ
D
D

D
D

○

8
7

ク
ワ

ガ
タ

ム
シ

科
オ

オ
ク

ワ
ガ

タ
V
U

E
N

V
U

○

8
8

コ
ガ

ネ
ム

シ
科

オ
オ

サ
カ

ス
ジ

コ
ガ

ネ
V
U

○
○

○

8
9

ミ
ツ

ノ
エ

ン
マ

コ
ガ

ネ
V
U

○

9
0

セ
マ

ル
ケ

シ
マ

グ
ソ

コ
ガ

ネ
N
T

○
○

9
1

ニ
セ

セ
マ

ル
ケ

シ
マ

グ
ソ

コ
ガ

ネ
N
T

○

9
2

ヒ
メ

ド
ロ

ム
シ

科
キ

ベ
リ

ナ
ガ

ア
シ

ド
ロ

ム
シ

N
T

○

9
3

ヨ
コ

ミ
ゾ

ド
ロ

ム
シ

V
U

N
T
 

N
T

○

9
4

ア
ワ

ツ
ヤ

ド
ロ

ム
シ

N
T

○

9
5

ジ
ョ

ウ
カ

イ
ボ

ン
科

ニ
セ

キ
ベ

リ
コ

バ
ネ

ジ
ョ

ウ
カ

イ
N
T

○

9
6

ホ
タ

ル
科

ゲ
ン

ジ
ボ

タ
ル

注
4

N
T

○
○

9
7

ジ
ョ

ウ
カ

イ
モ

ド
キ

科
ベ

ニ
オ

ビ
ジ

ョ
ウ

カ
イ

モ
ド

キ
N
T

○

9
8

ア
リ

モ
ド

キ
科

ア
リ

ア
ケ

ホ
ソ

ヒ
メ

ア
リ

モ
ド

キ
N
T

○

9
9

カ
ミ

キ
リ

ム
シ

科
ム

ネ
ホ

シ
シ

ロ
カ

ミ
キ

リ
V
U

○

1
0
0

ト
ラ

フ
カ

ミ
キ

リ
V
U

V
U

○

1
0
1

ハ
チ

目
（

膜
翅

目
）

ス
ズ

メ
バ

チ
科

ヤ
マ

ト
ア

シ
ナ

ガ
バ

チ
D
D

○
○

○

1
0
2

ク
モ

バ
チ

科
ス

ギ
ハ

ラ
ク

モ
バ

チ
D
D

D
D

○

1
0
3

ア
オ

ス
ジ

ク
モ

バ
チ

D
D

D
D

○

1
0
4

ギ
ン

グ
チ

バ
チ

科
ア

カ
オ

ビ
ケ

ラ
ト

リ
バ

チ
N
T

○
○

○
○

1
0
5

ミ
ツ

バ
チ

科
ク

ロ
マ

ル
ハ

ナ
バ

チ
N
T

E
N

D
D

○
○

○

1
0
6

ハ
キ

リ
バ

チ
科

ネ
ジ

ロ
ハ

キ
リ

バ
チ

D
D

○
○

1
0
7

ク
ズ

ハ
キ

リ
バ

チ
D
D

N
T

○
○

○

合
計

7
目

4
9
科

1
0
7
種

0
種

2
種

4
9
種

7
6
種

6
5
種

0
種

0
種

3
3
種

3
4
種

4
2
種

3
5
種

1
7
種

2
6
種

8
種

生
息

環
境

N
o
.

目
科

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準

表
 
4
.
3
-
8
（

3
）

 
昆

虫
類

の
重

要
な

種
及

び
生

息
環

境
 

    

 
 

注
1
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

表
中

の
略

語
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 
 

 
 

 
・

天
然

記
念

物
 

特
国

：
国

指
定

特
別

天
然

記
念

物
、

国
：

国
指

定
天

然
記

念
物

 
 

 
 

 
・

種
の

保
存

法
 

国
内

：
国

内
希

少
野

生
動

植
物

種
、

国
際

：
国

際
希

少
野

生
動

植
物

種
、

特
定

第
一

種
：

特
定

第
一

種
国

内
希

少
野

生
動

植
物

種
、

特
定

第
二

種
：

特
定

第
二

種
国

内
希

少
野

生
動

植
物

種
 

 
 

 
 

・
環

境
省

R
L
、

海
洋

生
物

R
L
、

福
岡

R
D
B
、

佐
賀

R
L
 

 
 

 
 

 
 

E
X
：

絶
滅

、
E
W
：

野
生

絶
滅

、
C
R
+
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
類

、
C
R
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
A
類

、
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
B
類

、
V
U
：

絶
滅

危
惧

Ⅱ
類

、
 

 
 

 
 

 
 

N
T
：

準
絶

滅
危

惧
、

D
D
：

情
報

不
足

、
L
P
：

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

域
個

体
群

 
注

2
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

3
.
1
.
5
 
動

植
物

の
生

息
又

は
生

育
、

植
生

及
び

生
態

系
の

状
況

」
に

示
す

。
 

注
3
：

「
W

at
an

ab
e,

 K
o
h
ei

, 
an

d
 O

lo
f 
B

is
tr

öm
. 

"A
 n

ew
 s

p
ec

ie
s 

o
f 

th
e 

ge
n
u
s 

H
yd

ro
va

tu
s 

M
o
ts

ch
u
ls

k
y 

(C
o
le

o
p
te

ra
: 

D
yt

is
ci

d
ae

) 
fr

o
m

 J
ap

an
."

 T
h
e 

C
o
le

o
p
te

ri
st

s 
B

u
ll
et

in
 7

6
.1

 (
2
0
2
2
):

 1
1
5
-
1
2
1
.」

よ
り

文
献

か
ら

で
は

 
両

者
を

区
別

す
る

こ
と

が
不

可
能

な
た

め
、

オ
ニ

ギ
リ

マ
ル

ケ
シ

ゲ
ン

ゴ
ロ

ウ
の

可
能

性
が

あ
る

。
 

注
4
：

放
流

さ
れ

た
個

体
は

除
く

。
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表
 
4
.
3
-
9
（

1
）

 
魚

類
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
L

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

（
汽

水
・

海
域

)

1
ヤ

ツ
メ

ウ
ナ

ギ
目

ヤ
ツ

メ
ウ

ナ
ギ

科
ス

ナ
ヤ

ツ
メ

南
方

種
V
U

E
N

N
T

○
○

2
ウ

ナ
ギ

目
ウ

ナ
ギ

科
ニ

ホ
ン

ウ
ナ

ギ
E
N

E
N

V
U

○
○

3
ニ

シ
ン

目
ニ

シ
ン

科
ヒ

ラ
D
D

○

4
カ

タ
ク

チ
イ

ワ
シ

科
エ

ツ
E
N

V
U

V
U

○
○

5
コ

イ
目

コ
イ

科
オ

オ
キ

ン
ブ

ナ
D
D

○
○

6
ヤ

リ
タ

ナ
ゴ

N
T

V
U

○
○

7
ア

ブ
ラ

ボ
テ

N
T

N
T

L
P

○
○

8
カ

ネ
ヒ

ラ
N
T

N
T

○
○

9
セ

ボ
シ

タ
ビ

ラ
国

内
C
R

C
R

C
R
＋

E
N

○
○

1
0

ニ
ッ

ポ
ン

バ
ラ

タ
ナ

ゴ
C
R

E
N

C
R
＋

E
N

○
○

1
1

カ
ゼ

ト
ゲ

タ
ナ

ゴ
E
N

E
N

V
U

○
○

1
2

カ
ワ

バ
タ

モ
ロ

コ
特

定
第

二
種

E
N

C
R

C
R
＋

E
N

○

1
3

ヌ
マ

ム
ツ

N
T

○
○

1
4

ヒ
ナ

モ
ロ

コ
C
R

C
R

C
R
＋

E
N

○

1
5

ウ
グ

イ
D
D

○

1
6

カ
ワ

ヒ
ガ

イ
N
T

V
U

N
T

○
○

1
7

ゼ
ゼ

ラ
V
U

N
T

○
○

1
8

ツ
チ

フ
キ

E
N

N
T

N
T

○
○

1
9

ド
ジ

ョ
ウ

科
ド

ジ
ョ

ウ
N
T

V
U

V
U

○
○

○

2
0

ア
リ

ア
ケ

ス
ジ

シ
マ

ド
ジ

ョ
ウ

E
N

E
N

C
R
＋

E
N

○
○

2
1

ヤ
マ

ト
シ

マ
ド

ジ
ョ

ウ
V
U

N
T

V
U

○

2
2

ナ
マ

ズ
目

ギ
ギ

科
ア

リ
ア

ケ
ギ

バ
チ

V
U

E
N

V
U

○

2
3

ア
カ

ザ
科

ア
カ

ザ
V
U

V
U

C
R
＋

E
N

○

2
4

サ
ケ

目
ア

ユ
科

ア
ユ

N
T

○
○

2
5

シ
ラ

ウ
オ

科
ア

リ
ア

ケ
シ

ラ
ウ

オ
C
R

C
R

C
R
＋

E
N

○

2
6

ア
リ

ア
ケ

ヒ
メ

シ
ラ

ウ
オ

国
内

C
R

C
R

C
R
＋

E
N

○

2
7

サ
ケ

科
サ

ク
ラ

マ
ス

（
ヤ

マ
メ

）
N
T

E
N

○
○

2
8

ダ
ツ

目
メ

ダ
カ

科
ミ

ナ
ミ

メ
ダ

カ
V
U

N
T

N
T

○
○

○

2
9

サ
ヨ

リ
科

ク
ル

メ
サ

ヨ
リ

N
T

C
R

V
U

○

生
息

環
境

№
目

名
科

名
種

名

重
要

な
種

の
選

定
基

準
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表
 
4
.
3
-
9
（

2
）

 
魚

類
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
L

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

（
汽

水
・

海
域

)

3
0

ス
ズ

キ
目

ケ
ツ

ギ
ョ

科
オ

ヤ
ニ

ラ
ミ

E
N

N
T

V
U

○

3
1

ス
ズ

キ
科

ス
ズ

キ
L
P

L
P

○

3
2

カ
ジ

カ
科

ヤ
マ

ノ
カ

ミ
E
N

E
N

V
U

○
○

3
3

カ
ジ

カ
C
R
＋

E
N

○

3
4

カ
ワ

ア
ナ

ゴ
科

カ
ワ

ア
ナ

ゴ
N
T

○
○

3
5

ハ
ゼ

科
シ

ロ
ウ

オ
V
U

N
T

N
T

○

3
6

ワ
ラ

ス
ボ

V
U

N
T

N
T

○

3
7

チ
ワ

ラ
ス

ボ
E
N

V
U

C
R
＋

E
N

○

3
8

ム
ツ

ゴ
ロ

ウ
E
N

N
T

○

3
9

タ
ビ

ラ
ク

チ
V
U

V
U

V
U

○

4
0

ト
ビ

ハ
ゼ

N
T

V
U

N
T

○

4
1

ハ
ゼ

ク
チ

V
U

N
T

V
U

○

4
2

マ
サ

ゴ
ハ

ゼ
V
U

N
T

N
T

○

4
3

シ
ロ

チ
チ

ブ
N
T

N
T

V
U

○

4
4

シ
ョ

ウ
キ

ハ
ゼ

N
T

N
T

N
T

○

4
5

カ
ワ

ヨ
シ

ノ
ボ

リ
N
T

○

4
6

オ
オ

ヨ
シ

ノ
ボ

リ
N
T

○
○

4
7

ク
ロ

ヨ
シ

ノ
ボ

リ
N
T

V
U

○

4
8

ウ
キ

ゴ
リ

D
D

○
○

4
9

チ
ク

ゼ
ン

ハ
ゼ

V
U

E
N

V
U

○

5
0

ク
ボ

ハ
ゼ

E
N

C
R

V
U

○

5
1

キ
セ

ル
ハ

ゼ
E
N

V
U

C
R
＋

E
N

○

5
2

カ
レ

イ
目

ウ
シ

ノ
シ

タ
科

コ
ウ

ラ
イ

ア
カ

シ
タ

ビ
ラ

メ
N
T

○

5
3

デ
ン

ベ
エ

シ
タ

ビ
ラ

メ
N
T

○

5
4

フ
グ

目
フ

グ
科

ト
ラ

フ
グ

N
T

○

合
計

1
0
目

2
0
科

5
4
種

0
種

3
種

3
9
種

5
0
種

4
0
種

0
種

0
種

0
種

3
1
種

1
7
種

2
種

0
種

0
種

2
9
種

生
息

環
境

№
目

名
科

名
種

名
重

要
な

種
の

選
定

基
準

 

注
1
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

表
中

の
略

語
は

以
下

の
と

お
り

で
あ

る
。

 

 
 

 
 

・
天

然
記

念
物

 
特

国
：

国
指

定
特

別
天

然
記

念
物

、
国

：
国

指
定

天
然

記
念

物
 

 
 

 
 

・
種

の
保

存
法

 
国

内
：

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

、
国

際
：

国
際

希
少

野
生

動
植

物
種

、
特

定
第

一
種

：
特

定
第

一
種

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

、
特

定
第

二
種

：
特

定
第

二
種

国
内

希
少

野
生

動
植

物
種

 

 
 

 
 

・
環

境
省

R
L
、

海
洋

生
物

R
L
、

福
岡

R
D
B
、

佐
賀

R
L
 

 
 

 
 

 
 

E
X
：

絶
滅

、
E
W
：

野
生

絶
滅

、
C
R
+
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
類

、
C
R
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
A
類

、
E
N
：

絶
滅

危
惧

Ⅰ
B
類

、
V
U
：

絶
滅

危
惧

Ⅱ
類

、
 

 
 

 
 

 
 

N
T
：

準
絶

滅
危

惧
、

D
D
：

情
報

不
足

、
L
P
：

絶
滅

の
お

そ
れ

の
あ

る
地

域
個

体
群

 

注
2
：

重
要

な
種

の
選

定
基

準
の

詳
細

に
つ

い
て

は
、
「

3
.
1
.
5
 
動

植
物

の
生

息
又

は
生

育
、

植
生

及
び

生
態

系
の

状
況

」
に

示
す

。
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表
 
4
.
3
-
1
0
（

1
）

 
底

生
動

物
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

環
境

省
海

洋
生

物
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
L

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

（
汽

水
）

・
海

域

1
イ

ソ
ギ

ン
チ

ャ
ク

目
ウ

メ
ボ

シ
イ

ソ
ギ

ン
チ

ャ
ク

科
ハ

ナ
ワ

ケ
イ

ソ
ギ

ン
チ

ャ
ク

N
T

○

2
ナ

メ
ク

ジ
ウ

オ
目

ナ
メ

ク
ジ

ウ
オ

科
ヒ

ガ
シ

ナ
メ

ク
ジ

ウ
オ

V
U

N
T

○

3
ヒ

ル
目

ヒ
ラ

タ
ビ

ル
科

ミ
ド

リ
ビ

ル
D
D

○
○

4
カ

サ
ガ

イ
目

ユ
キ

ノ
カ

サ
ガ

イ
科

ツ
ボ

ミ
ガ

イ
N
T

○

5
古

腹
足

目
ニ

シ
キ

ウ
ズ

ガ
イ

科
イ

ボ
キ

サ
ゴ

N
T

V
U

○

6
ア

マ
オ

ブ
ネ

ガ
イ

目
ア

マ
オ

ブ
ネ

ガ
イ

科
ヒ

ロ
ク

チ
カ

ノ
コ

ガ
イ

N
T

V
U

N
T

○

7
新

生
腹

足
目

タ
ニ

シ
科

マ
ル

タ
ニ

シ
V
U

N
T

○
○

8
オ

オ
タ

ニ
シ

N
T

V
U

○
○

9
ウ

ミ
ニ

ナ
科

ウ
ミ

ニ
ナ

N
T

N
T

N
T

○

1
0

キ
バ

ウ
ミ

ニ
ナ

科
フ

ト
ヘ

ナ
タ

リ
ガ

イ
N
T

N
T

C
R
+
E
N

○

1
1

シ
マ

ヘ
ナ

タ
リ

ガ
イ

C
R
+
E
N

E
N

C
R
+
E
N

○

1
2

ク
ロ

ヘ
ナ

タ
リ

ガ
イ

C
R
+
E
N

V
U

C
R
+
E
N

○

1
3

ヘ
ナ

タ
リ

ガ
イ

N
T

N
T

C
R
+
E
N

○

1
4

カ
ワ

ア
イ

ガ
イ

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

1
5

ワ
カ

ウ
ラ

ツ
ボ

科
カ

ワ
グ

チ
ツ

ボ
N
T

○

1
6

サ
ザ

ナ
ミ

ツ
ボ

N
T

N
T

○

1
7

ワ
カ

ウ
ラ

ツ
ボ

V
U

N
T

C
R
+
E
N

○

1
8

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
科

ク
リ

イ
ロ

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
N
T

N
T

C
R
+
E
N

○

1
9

オ
オ

ク
リ

イ
ロ

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
C
R
+
E
N

C
R

C
R
+
E
N

○

2
0

ツ
ブ

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
N
T

D
D

C
R
+
E
N

○

2
1

イ
ヨ

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
N
T

○

2
2

ヒ
ラ

ド
カ

ワ
ザ

ン
シ

ョ
ウ

ガ
イ

N
T

○

2
3

ム
シ

ヤ
ド

リ
カ

ワ
ザ

ン
シ

ョ
ウ

ガ
イ

N
T

N
T

○

2
4

ヒ
ナ

タ
ム

シ
ヤ

ド
リ

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
N
T

○

2
5

ヨ
シ

ダ
カ

ワ
ザ

ン
シ

ョ
ウ

ガ
イ

N
T

V
U

○

2
6

ア
マ

グ
リ

イ
ロ

カ
ワ

ザ
ン

シ
ョ

ウ
ガ

イ
D
D

○

2
7

ア
ズ

キ
カ

ワ
ザ

ン
シ

ョ
ウ

ガ
イ

V
U

V
U

N
T

○

2
8

エ
ゾ

マ
メ

タ
ニ

シ
科

マ
メ

タ
ニ

シ
C
R

C
R

○
○

2
9

ミ
ズ

ゴ
マ

ツ
ボ

科
ミ

ズ
ゴ

マ
ツ

ボ
V
U

N
T

D
D

○
○

○
○

3
0

イ
ソ

コ
ハ

ク
ガ

イ
科

シ
ラ

ギ
ク

ガ
イ

N
T

N
T

○

3
1

タ
マ

ガ
イ

科
ア

ダ
ム

ス
タ

マ
ガ

イ
N
T

○

3
2

サ
キ

グ
ロ

タ
マ

ツ
メ

タ
ガ

イ
C
R
+
E
N

D
D

C
R
+
E
N

○

3
3

ゴ
マ

フ
タ

マ
ガ

イ
C
R
+
E
N

C
R

C
R
+
E
N

○

3
4

イ
ト

カ
ケ

ガ
イ

科
ウ

ネ
ナ

シ
イ

ト
カ

ケ
V
U

E
N

○

3
5

エ
ゾ

バ
イ

科
ミ

ク
リ

ガ
イ

N
T

C
R
+
E
N

○

3
6

イ
ト

カ
ケ

ガ
イ

科
ク

レ
ハ

ガ
イ

N
T

N
T

○

3
7

フ
ト

コ
ロ

ガ
イ

科
マ

ル
テ

ン
ス

マ
ツ

ム
シ

C
R
+
E
N

E
N

○

3
8

バ
イ

科
バ

イ
N
T

V
U

C
R
+
E
N

○

3
9

ム
シ

ロ
ガ

イ
科

ウ
ネ

ハ
ナ

ム
シ

ロ
C
R
+
E
N

D
D

C
R
+
E
N

○

4
0

ヒ
ロ

オ
ビ

ヨ
フ

バ
イ

C
R
+
E
N

V
U

C
R
+
E
N

○

4
1

テ
ン

グ
ニ

シ
科

テ
ン

グ
ニ

シ
N
T

N
T

C
R
+
E
N

○

4
2

コ
ロ

モ
ガ

イ
科

オ
リ

イ
レ

ボ
ラ

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

4
3

ア
ッ

キ
ガ

イ
科

ア
カ

ニ
シ

N
T

○

生
息

環
境

N
o
.

目
科

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準
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表
 
4
.
3
-
1
0
（

2
）

 
底

生
動

物
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

環
境

省
海

洋
生

物
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
L

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

（
汽

水
）

・
海

域

4
4

汎
有

肺
目

フ
タ

マ
イ

マ
イ

科
ウ

ミ
マ

イ
マ

イ
V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

4
5

イ
ソ

チ
ド

リ
科

イ
ソ

チ
ド

リ
C
R
+
E
N

E
N

○

4
6

マ
キ

モ
ノ

ガ
イ

C
R
+
E
N

V
U

○

4
7

イ
ソ

ア
ワ

モ
チ

科
ヤ

ベ
カ

ワ
モ

チ
C
R
+
E
N

C
R

○

4
8

セ
ン

ベ
イ

ア
ワ

モ
チ

C
R
+
E
N

V
U

C
R
+
E
N

○

4
9

オ
カ

ミ
ミ

ガ
イ

科
ナ

ラ
ビ

オ
カ

ミ
ミ

ガ
イ

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

5
0

シ
イ

ノ
ミ

ミ
ミ

ガ
イ

C
R
+
E
N

C
R

C
R
+
E
N

○

5
1

オ
カ

ミ
ミ

ガ
イ

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

5
2

ウ
ス

コ
ミ

ミ
ガ

イ
N
T

N
T

N
T

○

5
3

ク
リ

イ
ロ

コ
ミ

ミ
ガ

イ
V
U

E
N

C
R
+
E
N

○

5
4

キ
ヌ

カ
ツ

ギ
ハ

マ
シ

イ
ノ

ミ
ガ

イ
V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

5
5

モ
ノ

ア
ラ

ガ
イ

科
コ

シ
ダ

カ
ヒ

メ
モ

ノ
ア

ラ
ガ

イ
D
D

D
D

○
○

○

5
6

モ
ノ

ア
ラ

ガ
イ

N
T

N
T

○
○

○

5
7

ヒ
ラ

マ
キ

ガ
イ

科
ヒ

メ
ヒ

ラ
マ

キ
ミ

ズ
マ

イ
マ

イ
E
N

○
○

○

5
8

ヒ
ラ

マ
キ

ミ
ズ

マ
イ

マ
イ

D
D

D
D

○
○

○

5
9

ク
ル

マ
ヒ

ラ
マ

キ
ガ

イ
V
U

V
U

○
○

○

6
0

ヒ
ラ

マ
キ

ガ
イ

モ
ド

キ
N
T

N
T

○
○

○

6
1

オ
カ

モ
ノ

ア
ラ

ガ
イ

科
ナ

ガ
オ

カ
モ

ノ
ア

ラ
ガ

イ
N
T

V
U

○
○

○

6
2

カ
ワ

コ
ザ

ラ
ガ

イ
科

カ
ワ

コ
ザ

ラ
ガ

イ
C
R

○
○

○

6
3

フ
ネ

ガ
イ

目
フ

ネ
ガ

イ
科

ク
マ

サ
ル

ボ
ウ

V
U

V
U

V
U

○

6
4

ア
カ

ガ
イ

N
T

○

6
5

ハ
イ

ガ
イ

V
U

E
N

C
R
+
E
N

○

6
6

サ
ン

カ
ク

サ
ル

ボ
ウ

科
サ

サ
ゲ

ミ
ミ

エ
ガ

イ
C
R
+
E
N

E
N

C
R
+
E
N

○

6
7

イ
ガ

イ
目

イ
ガ

イ
科

コ
ケ

ガ
ラ

ス
N
T

N
T

○

6
8

ウ
グ

イ
ス

ガ
イ

目
イ

タ
ボ

ガ
キ

科
ス

ミ
ノ

エ
ガ

キ
V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

6
9

シ
カ

メ
ガ

キ
N
T

N
T

○

7
0

イ
タ

ボ
ガ

キ
C
R
+
E
N

E
N

○

7
1

ハ
ボ

ウ
キ

ガ
イ

科
タ

イ
ラ

ギ
N
T

N
T

○

7
2

ハ
ボ

ウ
キ

ガ
イ

N
T

N
T

○

7
3

イ
タ

ヤ
ガ

イ
科

ヤ
ミ

ノ
ニ

シ
キ

C
R
+
E
N

E
N

○

7
4

イ
シ

ガ
イ

目
イ

シ
ガ

イ
科

タ
ガ

イ
N
T

○
○

7
5

オ
バ

エ
ボ

シ
ガ

イ
V
U

C
R

県
指

定
○

○

7
6

キ
ュ

ウ
シ

ュ
ウ

サ
サ

ノ
ハ

ガ
イ

Ｖ
Ｕ

V
U

○
○

7
7

ニ
セ

マ
ツ

カ
サ

ガ
イ

V
U

E
N

○
○

生
息

環
境

N
o
.

目
科

種
名

重
要

な
種

の
選

定
基

準
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表
 
4
.
3
-
1
0
（

3
）

 
底

生
動

物
の

重
要

な
種

及
び

生
息

環
境

 

天
然

記
念

物
種

の
保

存
法

環
境

省
R
L

環
境

省
海

洋
生

物
R
L

福
岡

R
D
B

佐
賀

R
L

福
岡

県
条

例
佐

賀
県

条
例

河
川

敷
河

川
（

淡
水

）
ク

リ
ー

ク
水

田
耕

作
地

樹
林

河
川

（
汽

水
）

・
海

域

7
8

イ
シ

ガ
イ

目
イ

シ
ガ

イ
科

マ
ツ

カ
サ

ガ
イ

N
T

V
U

○
○

7
9

カ
タ

ハ
ガ

イ
V
U

C
R

県
指

定
○

○

8
0

マ
ル

ス
ダ

レ
ガ

イ
目

ウ
ロ

コ
ガ

イ
科

ニ
ッ

ポ
ン

マ
メ

ア
ゲ

マ
キ

ガ
イ

N
T

N
T

○

8
1

フ
ナ

ガ
タ

ガ
イ

科
ウ

ネ
ナ

シ
ト

マ
ヤ

ガ
イ

N
T

○

8
2

シ
ジ

ミ
科

ヤ
マ

ト
シ

ジ
ミ

N
T

N
T

○

8
3

マ
シ

ジ
ミ

V
U

V
U

○
○

8
4

マ
ル

ス
ダ

レ
ガ

イ
科

ハ
マ

グ
リ

V
U

V
U

○

8
5

ハ
ナ

グ
モ

リ
科

ハ
ナ

グ
モ

リ
ガ

イ
V
U

V
U

N
T

○

8
6

ニ
ッ

コ
ウ

ガ
イ

科
テ

リ
ザ

ク
ラ

ガ
イ

V
U

V
U

C
R
+
E
N

○

8
7

ウ
ズ

ザ
ク

ラ
ガ

イ
N
T

D
D

○

8
8

ツ
キ

ガ
イ

目
ツ

キ
ガ

イ
科

イ
セ

シ
ラ

ガ
イ

C
R
+
E
N

E
N

○

8
9

マ
ル

ス
ダ

レ
ガ

イ
目

ニ
ッ

コ
ウ

ガ
イ

科
イ

チ
ョ

ウ
シ

ラ
ト

リ
C
R
+
E
N

E
N

C
R
+
E
N

○

9
0

シ
オ

サ
ザ

ナ
ミ

科
オ
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(イ) 注目すべき生息地 

注目すべき生息地として、有明海沿岸（生物多様性の観点から重要度の高い海域）、東

よか干潟（ラムサール条約湿地）、佐賀平野のクリークや水路（生物多様性保全上重要な

里地里山）、カササギ生息地（国指定天然記念物）が確認されている。（表 4.3-11、図 

4.3-4）。 

 

表 4.3-11 注目すべき生息地一覧 

No. 名称 出典 

1 有明海沿岸（生物多様性の観点から重要度の高い海域） ① 

・ミドリシャミセンガイ生息地 ② 

・有明海のムツゴロウ生息地 ② 

2 東よか干潟（ラムサール条約湿地） ③ 

3 佐賀平野のクリークや水路（生物多様性保全上重要な里地里山） ④ 

4 カササギ生息地（国指定天然記念物） ⑤ 

出典：①「生物多様性の観点から重要度の高い海域」（環境省 HP） 

http://www.env.go.jp/nature/biodic/kaiyo-hozen/kaiiki/engan/15402.html 

②「天然記念物緊急調査 植生図・主要動植物地図 41 佐賀」（昭和 53 年、文化庁） 

③「日本のラムサール条約湿地」（環境省 HP） 

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarsitej/RamsarSites_jp_web48.pdf 

④「生物多様性保全上重要な里地里山」（環境省 HP） 

https://www.env.go.jp/nature/satoyama/41_saga/no41-1.html 

⑤「国指定文化財等データベース 国宝、重要文化財」（文化庁 HP） 

https://kunishitei.bunka.go.jp/bsys/index_pc.html 
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(ウ) 航空機の運航に伴うバードストライク（鳥衝突）の発生状況 

佐賀空港におけるバードストライク（鳥衝突）発生状況の経年変化は表 4.3-12 及び

図 4.3-5 に示すとおりである。コロナ禍による航空機離着陸回数の減少前に相当する平

成 24年～令和元年までの発生件数は年間 37～48件、鳥衝突率は 0.579～1.297％であり、

近年は鳥衝突率が減少していた。令和 2 年～令和 4 年までの発生件数は 10～25 件と、航

空機離着陸回数の減少に伴い推移したものの、鳥衝突率は 0.584～0.715％と大きな変化

はなかった。 

令和元年～令和 4 年までの鳥類種別衝突件数は図 4.3-6 に示すとおりであり、シギ・

チドリ類が最も多く、次にツバメ、ヒバリ、スズメなどの小型の鳥類がみられたほか、

令和 4 年にはトビやタカ類（トビを除く）といった大型の鳥類も確認された。 

平成 30 年～令和 4 年までの月別衝突件数は図 4.3-7 に示すとおりであり、各年とも

に 6～10 月の間に衝突件数が多かった。 

令和元年～令和 4 年までの時間帯別衝突件数は図 4.3-8 に示すとおりであり、衝突件

数の少なかった令和 3 年を除き、出発機よりも到着機、日中よりも夜間に多く確認され

た。 

 

表 4.3-12 バードストライク（鳥衝突）発生状況の経年変化（平成 24 年～令和 4 年） 

年 

バードストライク 

発生件数 

(件) 

定期便・臨時便 

離着陸回数 

(回) 

鳥衝突率 

(離着陸 1 回当たりのバード 

ストライク発生件数)(％) 

平成 24(2012) 37 3,920 0.944 

平成 25(2013) 48 3,702 1.297 

平成 26(2014) 41 4,818 0.851 

平成 27(2015) 42 5,554 0.756 

平成 28(2016) 39 5,592 0.697 

平成 29(2017) 37 6,388 0.579 

平成 30(2018) 42 6,124 0.686 

令和元(2019) 40 6,070 0.659 

令和 2(2020) 18 2,832 0.636 

令和 3(2021) 10 1,712 0.584 

令和 4(2021) 25 3,495 0.715 

注 1：バードストライク（鳥衝突）発生件数は、佐賀空港事務所取りまとめ件数（佐賀空港では航空会社や

管制塔からバードストライク確認要請があり、臨時滑走路点検をした際に落鳥が発見されるなどした

案件についてバードストライクと判断している）による。 

注 2：鳥衝突率の算出方法は、年別バードストライク発生件数を定期便・臨時便離着陸回数で除した値（％）

であり、離着陸回数には小型機を除く（佐賀空港では小型機のバードストライクはほとんど発生して

いないため）。 

出典：佐賀空港事務所提供資料 
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出典：佐賀空港事務所提供資料 

図 4.3-5 バードストライク（鳥衝突）発生状況の経年変化（平成 24 年～令和 4 年） 

出典：佐賀空港事務所提供資料 

図 4.3-6 佐賀空港における鳥類種別衝突件数（令和元年～令和 4 年） 
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出典：佐賀空港事務所提供資料 

図 4.3-7 月別衝突件数（令和元年～令和 4 年） 

出典：佐賀空港事務所提供資料 

図 4.3-8 時間帯別衝突件数（令和元年～令和 4 年） 
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(エ) 事業者による鳥衝突防止対策に係る取り組み状況

佐賀空港における令和 4 年度の鳥衝突防止対策に係る取り組み状況は表 4.3-13 に示

すとおりであり、委託業者（猟友会）、空港事務所及び空港消防隊による鳥獣排除（バー

ドスイープ、バードパトロール）、除草作業、電子爆音器・ラジオの移設を実施している。 

また、佐賀空港における平成 24 年～令和 4 年の年間当たりのバードストライク発生件

数と離着陸回数との関係は図 4.3-9 に示すとおりである。 

表 4.3-13 佐賀空港における鳥衝突防止対策に係る取り組み状況（令和 4 年度） 

1. 委託業者（猟友会）による鳥獣排除

8 時～18 時（7 月～9 月は 8 時～19 時）に猟銃及び煙火による鳥獣排除（バードス

イープ及びバードパトロール）を行う。

2. 空港事務所及び空港消防隊による鳥獣排除

空港事務所及び空港消防隊にて夜間離着陸便を対象としたバードスイープを行う。

鳥を発見した場合は、クラクション・スターターピストル等を用いて、鳥の排除を

行う。 

3. 除草作業

春期と秋冬期の計 2 回、周辺の環境に合わせて早めに除草を行う。

4. 電子爆音器・ラジオの移設

電子爆音器やラジオを定期的に移動させることで、鳥に爆音器の音を慣れさせない

ようにする。 

出典：佐賀空港事務所提供資料 

図 4.3-9 バードストライク発生件数と離着陸回数との関係（平成 24 年～令和 4 年） 
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 (2) 予測 

(ア) 予測手法 

重要な動物の生息状況と事業実施想定区域との位置関係、航空機の運航によるバード

ストライク発生の変化の程度を把握し、直接改変（飛行場の存在）による環境の変化に

伴う影響、航空機の運航による鳥類への影響及び飛行場の施設の供用により発生する排

水の流出先への影響について予測を行った。 

 

(イ) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

(ウ) 予測結果 

予測結果は、表 4.3-14 に示すとおりである。 
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表 4.3-14 計画段階配慮事項に対する予測結果（動物） 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

＜動物の生息環境へ想定される直接改変＞ 

動物の生息環境 直接改変の状況 

水田・畑地等※ 一部消失 

河川 なし 

干潟 なし 

注目すべき生息地 一部消失 

※水田・畑地等とは、図 4.3-3 に示す水田雑草群落、

畑雑草群落を示し、周辺水路も含む。

＜動物の生息環境へ想定される直接改変＞ 

動物の生息環境 直接改変の状況 

水田・畑地等※ 一部消失 

河川 なし 

干潟 一部消失 

注目すべき生息地 一部消失 

※水田・畑地等とは、図 4.3-3 に示す水田雑草群落、

畑雑草群落を示し、周辺水路も含む。

・新たな滑走路の整備（東側 500m）により、

水田・畑地等で構成される環境に生息する

動物の生息環境が一部消失するものと予測

される。

・新たな滑走路の整備（西側 100m、東側 400m）

及び既設の進入灯台 2 基の移設により、水

田・畑地等及び干潟で構成される環境に生

息する動物の生息環境が一部消失するもの

と予測される。 

・注目すべき生息地（カササギ生息地、佐賀

平野のクリークや水路）が一部消失するも

のと予測される。

・注目すべき生息地（カササギ生息地、佐賀

平野のクリークや水路）が一部消失するも

のと予測される。

・事業実施想定区域の周囲には上記と同様の

環境が広く残存すると考えられる。

・事業実施想定区域の周囲には上記と同様の

環境が広く残存すると考えられる。

・航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載

燃料の増加に伴う離陸時の上昇角度が小さ

くなることに伴い、干潟（東よか干潟等）

や水域に生息する鳥類の移動の妨げとなる

可能性、並びに航空機と鳥との衝突により、

鳥類の重要な種に影響を及ぼす可能性が増

加する。

・航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載

燃料の増加に伴う離陸時の上昇角度が小さ

くなることに伴い、干潟（東よか干潟等）

や水域に生息する鳥類の移動の妨げとなる

可能性、並びに航空機と鳥との衝突により、

鳥類の重要な種に影響を及ぼす可能性が増

加する。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東側の

排水樋門を経由して、早津江川河口や有明

海（干潟域）に達すると考えられる。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東西 2

箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口

や有明海（干潟域）に達すると考えられる。 

・工事中において、既設の進入灯台 2 基の移

設に伴い海域の一部を改変するため、一時

的に水の濁りが発生すると考えられる。
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 (3) 評価 

1) 評価手法 

予測結果をもとに、事業による環境影響の程度を比較・整理することで評価を行った。 

 

(ア) 評価結果 

新たな滑走路の整備（飛行場の存在）によって、いずれの案においても水田・畑地等

で構成される環境の一部や注目すべき生息地の一部を改変するため、重要な動物の生息

に影響を及ぼす可能性がある。 

改変が想定される区域は、案１が既設滑走路の東側 500m の陸域の範囲、案２が西側

100m と東側 400m の陸域の範囲及び干潟の一部であることから、飛行場の存在に伴う動

物への影響としては、案１の方が動物に影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考え

られる。 

また、航空機の離着陸回数の増加や大型化、搭載燃料の増加に伴う離陸時の上昇角度

が小さくなることに伴い、干潟（東よか干潟等）や水域に生息する鳥類の移動の妨げと

なる可能性、並びに航空機と鳥との衝突により、鳥類の重要な種に影響を及ぼす可能性

が増加する。 

新たな滑走路は、案１が既設滑走路の東側、案２が東西両側に整備されるが、航空機

の運航に伴う鳥類への影響として両案に大きな違いはないと考えられる。 

さらに、供用時の排水については、案１が空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由

して、案２が空港周辺の水路から東西 2 箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口や有

明海（干潟域）に達すると考えられる。 

案１は 1 箇所から河川・海域へ排水するが、案２は 2 箇所から排水し、加えて既設の

進入灯台 2 基の移設に伴い海域の一部を改変するため、一時的に水の濁りが発生する。

よって、案１の方が動物に影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられる。 

両案とも事業実施想定区域の周囲に水田・畑地等や干潟が広く分布しており、今後の

事業計画検討や環境影響評価手続において、下記事項に留意することにより、重大な影

響を回避、低減できるものと考えられる。 

・土地の改変が可能な限り少なくなるよう検討を行う。 

・動物の生息状況の現況を現地調査等により把握するとともに、重要な種への影響の

程度を予測し、必要に応じて環境保全措置（重要な種の移動等）及び措置後のモニ

タリングを検討する。なお、これら検討にあたっては専門家の助言を得るものとす

る。 
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4.3.4  植物 

 (1) 調査 

1) 調査手法 

既存資料等を収集・整理し、重要な種の生育状況及び重要な群落について調査を行っ

た。 

 

2) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

3) 調査結果 

(ア) 重要な種 

事業実施想定区域及びその周囲において、生育する可能性がある植物の重要な種は

217 種であった（表 4.3-15）。また、植物の生育環境の基盤となる主な植生は、水田（水

田雑草群落）や畑地（畑地雑草群落）であった（図 4.3-3）。 
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(イ) 重要な植物群落

　事業実施想定区域及びその周囲においては、柳川のクリーク水生植物群落、大詫間の

塩生植物群落、六角川のシチメンソウ群落、保護育成対策が実施されてきた東与賀海岸

のシチメンソウ群落が重要な植物群落として確認されている（表 4.3-16、図 4.3-10）。 

表 4.3-16 重要な植物群落一覧 

No. 名称 文献 

1 柳川のクリーク水生植物群落（特定植物群落） ① 

2 大詫間の塩生植物群落（特定植物群落） ① 

3 六角川のシチメンソウ群落（特定植物群落） ① 

4 東与賀海岸のシチメンソウ群落 ② 

出典：①「第 2 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落一覧表」（昭和 54 年、環境庁） 

②「東与賀海岸における耐震対策事業に伴うシチメンソウ保護育成対策の実施状況につい

て」（平成 9 年、建設省九州地方建設局筑後川工事事務所課長 八尋裕）
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(2) 予測

1) 予測手法

重要な植物の生育状況と事業実施想定区域との位置関係の把握し、直接改変（飛行場

の存在）による環境の変化に伴う影響及び飛行場の施設の供用により発生する排水の流

出先への影響について予測を行った。 

2) 予測地域

調査地域と同様とした。 

3) 予測結果

予測結果は、表 4.3-17 に示すとおりである。 

表 4.3-17 計画段階配慮事項に対する予測結果（植物） 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

＜植物の生育環境へ想定される直接改変＞ 

植物の生育環境 直接改変の状況 

水田・畑地等※ 一部消失 

河川 なし 

干潟 なし 

重要な群落 なし 

※水田・畑地等とは、図 4.3-3 に示す水田雑草群落、

畑雑草群落を示し、周辺水路も含む。

＜植物の生育環境へ想定される直接改変＞ 

植物の生育環境 直接改変の状況 

水田・畑地等※ 一部消失 

河川 なし 

干潟 一部消失 

重要な群落 なし 

※水田・畑地等とは、図 4.3-3 に示す水田雑草群落、

畑雑草群落を示し、周辺水路も含む。

・新たな滑走路の整備（東側 500m）により、

水田・畑地等の植物の生育環境が一部消失

するものと予測される。

・新たな滑走路の整備（西側 100m、東側 400m）

及び既設の進入灯台 2 基の移設により、水

田・畑地等及び干潟の植物の生育環境が一

部消失するものと予測される。 

・重要な群落への直接改変はない。 ・重要な群落への直接改変はない。

・事業実施想定区域の周囲の陸域には同様の

環境が広く残存すると考えられる。

・事業実施想定区域の周囲の陸域には同様の

環境が広く残存すると考えられる。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東側の

排水樋門を経由して、早津江川河口や有明

海（干潟域）に達すると考えられる。

・供用時の排水は空港周辺の水路から東西 2

箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口

や有明海（干潟域）に達すると考えられる。 

・工事中において、既設の進入灯台 2 基の移

設に伴い海域の一部を改変するため、一時

的に水の濁りが発生すると考えられる。
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(3) 評価

1) 評価手法

予測結果をもとに、事業による環境影響の程度を比較・整理することで評価を行った。 

2) 評価結果

新たな滑走路の整備（飛行場の存在）によって、いずれの案においても水田・畑地等

で構成される環境の一部を改変するため、重要な植物の生育に影響を及ぼす可能性があ

る。 

改変が想定される区域は、案１が既設滑走路の東側 500m の陸域の範囲、案２が西側

100m と東側 400m の陸域の範囲及び干潟の一部であることから、飛行場の存在に伴う植

物への影響としては、案１の方が植物に影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考え

られる。 

また、供用時の排水については、案１が空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由し

て、案２が空港周辺の水路から東西 2 箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口や有明

海（干潟域）に達すると考えられる。 

案１は 1 箇所から河川・海域へ排水するが、案２は 2 箇所から排水し、加えて既設の

進入灯台 2 基の移設に伴い海域の一部を改変するため、一時的に水の濁りが発生する。

よって、案１の方が植物に影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられる。 

両案とも事業実施想定区域の周囲に水田・畑地等が広く分布しており、今後の事業計

画検討や環境影響評価手続において、下記事項に留意することにより、重大な影響を回

避、低減できるものと考えられる。 

・土地の改変が可能な限り少なくなるよう検討を行う。

・植物の生育状況の現況を現地調査等により把握するとともに、重要な種への影響の

程度を予測し、必要に応じて環境保全措置（重要な種の移植等）及び措置後のモニ

タリングを検討する。なお、これら検討にあたっては専門家の助言を得るものとす

る。 
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4.3.5  生態系 

(1) 調査

1) 調査手法

既存資料等を収集・整理し、地域を特徴づける生態系の状況等について調査を行った。 

2) 調査地域

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

3) 調査結果

事業実施想定区域及びその周囲において、地域を特徴づける生態系として耕地生態系、

干潟生態系、市街地生態系の 3 類型に区分した（表 4.3-18、図 4.3-11）。また、それぞ

れの環境類型区分を踏まえ注目種・群集を抽出した（表 4.3-19）。 

表 4.3-18 環境類型区分 

No 環境類型 地形 植生分類 特徴 

1 

5

耕地生態系 乾性-草地 

湿性-草地 

水田 

クリーク

低地 水田雑草群落 佐賀空港の敷地内や空

港周辺では畑雑草群落

及び水田雑草群落等が

みられる 

低地 開放水面（内水面） 

低地 畑雑草群落 

低地 牧草地・芝地 

低地 路傍・空地雑草群落 

2 

7

干潟生態系 干潟 干潟 開放水面（外水面） 佐賀空港周辺には有明

海の干潟が分布してお

り、干潟周辺にはヨシ

クラスがみられる

低地 

干潟 

ヨシクラス

3 市街地生態系 市街地 低地 市街地 事業実施区域及びその

周囲には市街地等が存

在する 

低地 緑の多い住宅地 

注 1：環境類型は、地形分類、地質分類及び植生分類から作成・区分した。各図については、「3.1.5 動

植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況」に示す。 
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表 4.3-19（1） 注目種等の選定結果 

項目 選定種 環境類型 選定理由 

上位性 イタチ属 市街地生態系 

耕地生態系 

緑の多い住宅地 

低地の水田・クリ

ーク 

栄養段階の上位に位置す

る中型肉食獣であり、行動

範囲が広い 

ハヤブサ 耕地生態系 耕作地 

干潟 

耕作地、干潟環境における

栄養段階の上位種である 

典型性 ムクドリ 市街地生態系 市街地 

緑の多い住宅地 

市街地、緑の多い住宅地に

広く分布しており、生息数

が多いと推測される 

ヒバリ 耕地生態系 耕作地・草地 耕作地、草地に生息し、生

息数が多いと推測される 

ニホンカナヘビ 市街地生態系 

耕地生態系 

耕作地・草地 

緑の多い住宅地 

耕作地、草地に生息し、生

息数が多いと推測される 

ヌマガエル 耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

水田、池沼に広く分布して

おり、生息数が多いと推測

される 

ツマグロバッタ 耕地生態系 耕作地・草地 耕作地、草地に生息し、生

息数が多いと推測される 

ヤマトシジミ 市街地生態系 

耕地生態系 

耕作地・草地 

市街地 

緑の多い住宅地 

市街地、緑の多い住宅地に

広く分布しており、生息数

が多いと推測される 

アオモンイトト

ンボ

耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

水田、池沼に広く分布して

おり、生息数が多いと推測

される 

モツゴ 耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

水田、池沼に広く分布して

おり、生息数が多いと推測

される 

水田雑草群落 耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

水田や休耕田、クリークに

成立する 

佐賀平野の代表的な植物

群落である 
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表 4.3-19（2） 注目種等の選定結果 

項目 選定種 環境類型 選定理由 

特殊性 ズグロカモメ 干潟生態系 河口域の干潟 河口域周辺に生息する 

ムツゴロウ 干潟生態系 河口域の干潟 有明海と八代海にのみ生息

し、河口域の軟泥質の干潟に

生息する 

シオマネキ 干潟生態系 河口域の干潟 河口域周辺の塩性湿地周辺の

干潟に生息する 

オオツノハネカクシ 干潟生態系 河口域の干潟 河口域周辺の塩性湿地周辺の

干潟に生息する 

塩生植物 

（シチメンソウ）

干潟生態系 河口域の干潟 有明海の干満に伴う河川沿い

の塩生湿地帯に生育する 

注 1：注目種等の抽出基準 

上位性：生態系の栄養段階の上位に位置するもの 

典型性：対象範囲に広く生息するもの、生態系に有する重要な機能を指標するもの 

特殊性：陸域との境界域などに存在する段丘地や分布域の狭い汽水性植生、干潟などに生息するもの 
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(2) 予測

1) 予測手法

地域を特徴づける生態系と事業実施想定区域との位置関係の把握し、直接改変（飛行

場の存在）による環境の変化に伴う影響について予測を行った。 

2) 予測地域

調査地域と同様とした。 

3) 予測結果

予測結果は、表 4.3-20 に示すとおりである。 
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表 4.3-20 計画段階配慮事項に対する予測結果（生態系） 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

＜生態系へ想定される直接改変＞ 

生態系 

（主な注目種） 

直接改変の 

状況 

耕地生態系 

（イタチ属、ハヤブサ、ヒバリ、

ニホンカナヘビ、ヌマガエル、

ツマグロバッタ、ヤマトシジ

ミ、アオモンイトトンボ、モツ

ゴ、水田雑草群落） 

一部消失 

干潟生態系 

（ズグロカモメ、ムツゴロウ、

シオマネキ、オオツノハネカク

シ、塩生植物） 

なし 

市街地生態系 

（イタチ属、ムクドリ、ニホン

カナヘビ、ヤマトシジミ） 

なし 

※直接改変の状況については、表 4.3-21 も参照。 

＜生態系へ想定される直接改変＞ 

生態系 

（主な注目種） 

直接改変の 

状況 

耕地生態系 

（イタチ属、ハヤブサ、ヒバリ、

ニホンカナヘビ、ヌマガエル、

ツマグロバッタ、ヤマトシジ

ミ、アオモンイトトンボ、モツ

ゴ、水田雑草群落） 

一部消失 

干潟生態系 

（ズグロカモメ、ムツゴロウ、

シオマネキ、オオツノハネカク

シ、塩生植物） 

一部消失 

市街地生態系 

（イタチ属、ムクドリ、ニホン

カナヘビ、ヤマトシジミ） 

なし 

※直接改変の状況については、表 4.3-21 も参照。 

・新たな滑走路の整備（東側 500m）により、

水田・畑地等からなる耕地生態系が一部消

失し、注目種等の生息・生育に影響を及ぼ

すと予測される。 

・新たな滑走路の整備（西側 100m、東側 400m）

及び既設の進入灯台 2 基の移設により、水

田・畑地等からなる耕地生態系並びに干潟

生態系が一部消失し、注目種等の生息・生

育に影響を及ぼすと予測される。 

・干潟生態系及び市街地生態系への直接改変

はない。 

・市街地生態系への直接改変はない。 

・供用時の排水は空港周辺の水路から東側の

排水樋門を経由して、早津江川河口や有明

海（干潟域）に達すると考えられる。 

・供用時の排水は空港周辺の水路から東西 2

箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口

や有明海（干潟域）に達すると考えられる。 

・工事中において、既設の進入灯台 2 基の移

設に伴い海域の一部を改変するため、一時

的に水の濁りが発生すると考えられる。 

・事業実施想定区域の周囲には耕地生態系が

広く残存すると考えられる。 

・事業実施想定区域の周囲には耕地生態系が

広く残存すると考えられる。 
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表 4.3-21（1） 注目種等への直接改変の状況 

項目 選定種 環境類型 直接改変の状況 

上位性 ニホンイタチ 市街地生態系 

耕地生態系 

緑の多い住宅地 

低地の水田・クリ

ーク 

耕地生態系の一部が消失

するが、市街地生態系への

直接改変はない。 

ハヤブサ 耕地生態系 耕作地 

干潟 

耕地生態系の一部が消失

する。 

典型性 ムクドリ 市街地生態系 市街地 

緑の多い住宅地 

市街地生態系への直接改

変はない。 

ヒバリ 耕地生態系 耕作地・草地 耕地生態系の一部が消失

する。 

ニホンカナヘビ 市街地生態系 

耕地生態系 

耕作地・草地 

緑の多い住宅地 

耕地生態系の一部が消失

するが、市街地生態系への

直接改変はない。 

ヌマガエル 耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

耕地生態系の一部が消失

する。 

ツマグロバッタ 耕地生態系 耕作地・草地 耕地生態系の一部が消失

する。 

ヤマトシジミ 市街地生態系 

耕地生態系 

耕作地・草地 

市街地 

緑の多い住宅地 

耕地生態系の一部が消失

するが、市街地生態系への

直接改変はない。 

アオモンイトト

ンボ

耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

耕地生態系の一部が消失

する。 

モツゴ 耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

耕地生態系の一部が消失

する。 

水田雑草群落 耕地生態系 低地の水田・クリ

ーク 

耕地生態系の一部が消失

する。 
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表 4.3-21（2） 注目種等への直接改変の状況 

項目 選定種 環境類型 直接改変の状況 

特殊性 ズグロカモメ 干潟生態系 河口域の干潟 干潟生態系の一部が消失

する。 

ムツゴロウ 干潟生態系 河口域の干潟 干潟生態系の一部が消失

する。 

シオマネキ 干潟生態系 河口域の干潟 干潟生態系の一部が消失

する。 

オオツノハネカク

シ 

干潟生態系 河口域の干潟 干潟生態系の一部が消失

する。 

塩生植物 

（シチメンソウ） 

干潟生態系 河口域の干潟 干潟生態系の一部が消失

する。 

注 1：注目種等の抽出基準 

上位性：生態系の栄養段階の上位に位置するもの 

典型性：対象範囲に広く生息するもの、生態系に有する重要な機能を指標するもの 

特殊性：陸域との境界域などに存在する段丘地や分布域の狭い汽水性植生、干潟などに生息するもの 
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 (3) 評価 

1) 評価手法 

予測結果をもとに、事業による環境影響の程度を比較・整理することで評価を行った。 

 

2) 評価結果 

新たな滑走路の整備（飛行場の存在）によって、いずれの案においても水田・畑地等

からなる耕地生態系並びに干潟生態系の一部を改変するため、注目種等の生息・生育に

影響を及ぼす可能性がある。 

改変が想定される区域は、案１が既設滑走路の東側 500m の陸域の範囲、案２が西側

100m と東側 400m の陸域の範囲及び干潟の一部であることから、飛行場の存在に伴う生

態系への影響としては、案１の方が影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられ

る。 

また、供用時の排水については、案１が空港周辺の水路から東側の排水樋門を経由し

て、案２が空港周辺の水路から東西 2 箇所の排水樋門を経由して、早津江川河口や有明

海（干潟域）に達すると考えられる。 

案１は 1 箇所から河川・海域へ排水するが、案２は 2 箇所から排水し、加えて既設の

進入灯台 2 基の移設に伴い海域の一部を改変するため、一時的に水の濁りが発生する。

よって、案１の方が生態系に影響を及ぼすおそれのある範囲は小さいと考えられる。 

両案とも事業実施想定区域の周囲には耕地生態系及び干潟生態系が広く分布しており、

今後の事業計画検討や環境影響評価手続において、下記事項に留意することにより、重

大な影響を回避、低減できるものと考えられる。 

・土地の改変が可能な限り少なくなるよう検討を行う。 

・地域を特徴づける生態系の現況を現地調査等により把握するとともに、注目種等へ

の影響の程度を予測し、必要に応じて環境保全措置（生物の生息・生育環境の整備

等）及び措置後のモニタリングを検討する。なお、これら検討にあたっては専門家

の助言を得るものとする。 
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4.3.6  温室効果ガス等 

(1) 調査

1) 調査手法

事業内容により、温室効果ガス（CO2）の排出源について調査を行った。 

2) 調査地域

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

3) 調査結果

本事業においては、航空機の離着陸回数が増加する可能性がある。 

(2) 予測

1) 予測手法

航空機の運航により発生した温室効果ガス（CO2）の排出について予測を行った。 

2) 予測地域

調査地域と同様とした。 

3) 予測結果

予測結果は、表 4.3-22 に示すとおりである。 

表 4.3-22 計画段階配慮事項に対する予測結果（温室効果ガス等） 

案１ 

（滑走路を東側に 500m 延長） 

案２ 

（滑走路を西側に 100m、東側に 400m 延長） 

・航空機の離着陸回数が増加した場合や航空

機が従来より大型化された場合、温室効果

ガス（CO2）の排出量は増加する。

・航空機の離着陸回数が増加した場合や航空

機が従来より大型化された場合、温室効果

ガス（CO2）の排出量は増加する。
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(3) 評価

1) 評価手法

予測結果をもとに、事業による環境影響の程度を比較・整理することで評価を行った。 

2) 評価結果

温室効果ガス等については、航空機の離着陸回数が増加した場合や航空機が従来より

大型化された場合、いずれの案においても温室効果ガス（CO2）の排出量は増加する。 

案１と案２の温室効果ガス（CO2）の排出量に大きな違いはないと考えられる。 

両案とも今後の事業計画検討や環境影響評価手続において、下記事項に留意すること

により、重大な影響を回避、低減できるものと考えられる。 

・詳細な事業計画にもとづき、温室効果ガス（CO2）の排出量についての予測を行うと

ともに、必要に応じて環境保全措置（低燃費・低排出航空機の導入働きかけ等）を

検討する。
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4.4  総合評価 

本事業における計画段階配慮事項（騒音、水質、動物、植物、生態系、温室効果ガス等）

についての環境影響は、案ごとに若干の違いはあるものの、各項目の評価で示した留意事

項を踏まえることで、重大な影響を回避又は低減できるものと考えられる。 

今後の環境影響評価手続においては、より詳細な調査、予測及び評価を行い、必要に応

じて環境保全措置を講じることで、環境への影響を回避又は低減できるよう留意するもの

とする。 
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第 5 章 その他 

5.1  専門家等の助言内容 

本計画段階環境配慮書の作成に当たっては、各々の環境要素（大気質、騒音・振動、水

環境、地形・地質、動物（哺乳類、鳥類、両生類・爬虫類、魚類等、昆虫類）、植物、生態

系、景観）の専門家等 11名から、計画段階配慮事項の選定や計画段階配慮事項に関する調

査、予測及び評価の手法について助言を受けた。主な助言内容は表 5-1に示すとおりであ

る。 

 

表 5-1 専門家等からの主な助言内容 

専門分野 専門家等の所

属機関の種別 

助言の内容 

騒音・振動 教育機関 今後の環境影響評価においては、近傍で別事業がある場

合は、その影響も見込んで影響予測を行っていくことが重

要である。 

水環境 教育機関 水質（水の汚れ）に係る計画段階配慮事項については、

施設からの排水の他、雨水排水の影響も考えられるため、

「土地又は工作物の存在及び供用」として選定したほうが

良い。 

雨水排水対策については、今後の環境影響評価の調査結

果によっては新たな対策が必要となる可能性がある。 

動物（哺乳類） 研究機関 佐賀空港周辺ではアライグマ、キツネ、タヌキ、二ホン

イタチ、カヤネズミ、アブラコウモリ、オヒキコウモリは

生息している可能性がある。 

動物（鳥類） 自然保護団体 佐賀空港周辺で繁殖している種として、ホオジロ、セッ

カ、オオヨシキリ、モズ等が考えられる。また、シギ・チ

ドリ類も生息していると考えられる。冬場は猛禽類（コミ

ミズク、ノスリ、オオタカ）が、飛行場周辺を越冬場所と

して利用している可能性がある。複数案のうち案２の場合

は、西側にもヨシ原があるため、改変の影響が大きいと考

えられる。 

動物（両生類・

爬虫類） 

研究機関 両生類の重要種のうち、佐賀空港周辺ではトノサマガエ

ル、ツチガエルが生息している可能性があり、爬虫類では

ニホンスッポンが生息している可能性がある。 

動物（魚類） 研究機関 佐賀空港周辺の重要種として、カワバタモロコ、ニッポ

ンバラタナゴが生息している可能性がある。 

植物 研究機関 佐賀空港周辺の重要種として、カワヂシャ、ミゾコウジ、

コギシギシ、コイヌガラシが生育している可能性がある。 
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